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午前10時00分 開議 

○議長（馬場 衛） ただいまの出席議員は18名で

あります。定足数に達しておりますので、本日の会

議を開きます。 

 本日は、傍聴席へ報道機関が入っております。な

お、撮影を許可した者には、許可証を交付しており

ますので、御報告申し上げます。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりでござい

ます。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 日程第１ 議案第４号 湖西

市個人番号カードの利用に関する条例制定について

を議題といたします。 

 質疑を行います。質疑通告書が提出されておりま

すので、９番 楠 浩幸君の発言を許します。 

  〔９番 楠 浩幸登壇〕 

○９番（楠 浩幸） ９番 楠 浩幸でございます。

議案番号４番ですね、４号です。湖西市個人番号カ

ード利用に関する条例について、３点ほど通告して

ございますので、１つずつ丁寧に伺っていきたいと

思っております。よろしくお願いします。 

 まず１点目です。３条の２項、利用手順という項

目があるんですけれども、そこに申請に係る事務を

処理するために必要な情報を記録するというふうに

記載があるんですけれども、何を書き込むのか伺い

たいと思います。お願いします。 

○議長（馬場 衛） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。総務部長。 

  〔総務部長 田内紀善登壇〕 

○総務部長（田内紀善） お答えします。 

 出退勤時にマイナンバーカードを使って、出退勤

管理システムに記録された職員の出退勤時間のデー

タを庶務事務システムに取り込むため、職員の識別

番号、職員番号などの情報を予定しております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） この条例を見たときに、個人

番号カードの利用っていうふうに記載があったもん

ですから、すっかりマイナンバー、個人ナンバーを

読み取って電算システムに取り込むのかなというふ

うに思ってたんですけれども、そうではなくて職員

の番号をわざわざ記録をしてその番号を読み取るシ

ステムだということなんですけれども、わざわざこ

の個人番号カード、マイナンバーカードに書き込む

必要があるのか、そこはちょっとよく理解ができな

いんですけども、そこをもう少し詳しく聞きたいと

思います。よろしくお願いします。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（田内紀善） お答えします。 

 国の方がマイナンバーカードの普及をしてまして、

そのマイナンバーカードを利活用していくという意

味で、市におきましても職員の出退勤管理にマイナ

ンバーカードを利用していくというものでございま

して、マイナンバーカードのマイナンバーを使えな

いっていうのは法律によりまして利用範囲が限定さ

れておりますので、マイナンバーカードに職員番号

を登録して管理していくというものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） ごめんなさい、よく今回の条

例の目的がよく分からないんですけれども、今部長

が答弁されたのは、マイナンバーカードの利用促進

ということでよろしかったでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（田内紀善） そのとおりでございます。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） マイナンバーカードの利用っ

ていうのは、個人番号を活用して保険証ですとか、

これからまた社会保障とかいろいろある、口座への

ひもつきとかっていうふうに私は理解をしていたん

ですけれども、このマイナンバーカードの利用とい

うのは、個人番号の利用ではなくほかの利用も促進

をされてるっていうことなんでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（田内紀善） お答えします。 

 マイナンバーカードのマイナンバーを利用できる

ものは法律で利用範囲が決められてるもんですから、

それに沿ったものでないと利用できないと。ただ、

マイナンバーカードというのが今普及して、ある程

度の人が持ってるわけなんですが、せっかくあるマ
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イナンバーカードを利用して、職員の出退勤管理を

していこうという趣旨で、当市のほうでもＤＸ推進

計画がありますので、その中に行政運営のＤＸ推進

ということも踏まえましてマイナンバーカードを積

極的に活用して、職員の出退勤管理をシステム化っ

ていうところで導入のほうをしていこうというもの

でございます。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 目的は職員の出退勤管理でよ

ろしいですか、どうですか。この条例の目的です。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（田内紀善） お答えします。 

 条例の目的は、マイナンバーカードを職員の出勤

退勤管理に使いますよということを条例で規定する

というのがこの条例の目的でございます。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） マイナンバーカードを出退勤

管理に使うというのは、これ手段だというふうに思

うんですけど違いますかね、どうでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（田内紀善） お答えします。 

 楠議員がそのようにお考えならそういうことだと

思うんですけども、一応条例としては法律でマイナ

ンバーカードをこういったものに使うよっていうの

を規定しなさいってなってるもんですから、この条

例はマイナンバーカードを職員の出退勤管理という

事務に使うよということを、今回の条例で上程させ

ていただいてるというものでございます。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君、どうですか。 

○９番（楠 浩幸） すいません、ちょっと私の理

解が乏しいのかよく分からないですけども、条例の

目的が、手段と目的が何かすり替わってるような気

はするんですけども、ちょっと質問の角度をちょっ

と変えて伺うんですけども、この職員のＩＤを書き

込む媒体が今、よくアパレル関係のお店へ行ったり

すると、値札の中にＩＣチップが仕込まれていて、

買物籠の中に買物をぽっとレジでかざすだけで会計

ができてしまうＩＣタグっていうのが大分一般的に

なりつつあって、今日もＡｍａｚｏｎで見たら、

100枚で2,400円ぐらいで売ってたりするんですねＩ

Ｃタグが、そういったものでもよかったんじゃない

かなと思うんですけども、どうなんですか。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（田内紀善） お答えします。 

 市としましては、デジタルファースト宣言を令和

３年２月に宣言をいたしまして、その中の３つの方

針の１つに行政運営の、先ほど申し上げましたよう

にＤＸ推進というものがうたってます。そのＤＸ推

進計画にのっとりまして、マイナンバーカードを利

活用して職員の出退勤管理ができるよう、システム

導入していくというのが計画の中にうたってありま

す。それに従って、今回こういった条例を上程させ

ていただいたというものでございます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） ＤＸを推進して職員の勤怠処

理をタイムカードからＩＣチップなのかＩＣタグな

のかを使って、生産性を上げていくっていうことに

ついては本当にブラボーなんですよ。本当に賛同で

きるんですけども、わざわざこの条例を新しく起こ

して、新設条例を起こしてまでこの個人番号カード

を活用するっていう意味がちょっと理解ができなか

ったもんですから、２つ目の質問の方で個人番号カ

ードを利用する、こういったシステムを導入するメ

リットについて伺いたいと思います。 

○議長（馬場 衛） ２番のほうでいいですね。 

○９番（楠 浩幸） ２番のほうでいいです。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（田内紀善） お答えします。 

 現在職員の出退勤時間をタイムカードで管理して

いるため、各所属長が所属職員の出退勤や時間外勤

務実績の確認をタイムカードと庶務事務システムの

情報を照らし合わせて行っています。出退勤管理シ

ステムの導入によりまして、照らし合わせた作業や

タイムカード機の管理等が不要となりまして、事務

の効率化が図られるものと期待しております。 

 また、職員の時間外勤務実績の状況や、時間外勤

務時間と帰庁時間との乖離などの把握も容易となる

ことから、所属長が職員に対し働き方への指導のほ

か、業務の進捗状況などの確認もしやすくなること
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がメリットと捉えております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） そこの部分についてはよく分

かりました。ただ、繰り返しになるんですけれども、

この個人番号カードを使うことによって、市民のベ

ネフィットというのは何が得られるんだろうという

ことなんですよ。これが、事務の効率によって職員

さんが市民に接する時間が増えるっていうのは、本

当にありがたい話だというふうに思うんですけれど

も、であるならば先ほど申し上げたＩＣチップをこ

の皆さんの名札の裏にペタッと貼りつけて、管理を

するだけでもよかったんじゃないのかなっていうふ

うに思うわけなんですけどもいかがでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（田内紀善） 繰り返しになりますが、

ＤＸ推進計画の中でマイナンバーカードを利用して

いくという計画をＤＸ推進本部会議のほうで承認を

いただいて、そこで進めていきますよという計画が

決まったわけでありますので、そういったのに従っ

て人事としてはそういったマイナンバーカードを活

用して、出退勤管理をしていくということをやって

いくということでございます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） この条例を策定するに当たっ

て、何十時間もかかってるかと思うんですよ。こう

やって時間を割いていただいて、私たちもここの席

について、もちろん幹部の職員さんもそうなんです

けども、そういった時間をコストに考えたときにそ

の条例を今回制定する以上に、市民に対してのベネ

フィットっていうのはどういうものがあるのか、い

や、ＤＸ推進計画は分かりますよ、そういって書い

てある、そのためには市民のサービスが向上するっ

ていうふうに理解をするわけですよ。そこの部分を

お伺いしてるんですけど、市民に対するベネフィッ

トって何かあるんですかっていうことを伺いたいと

思います。 

○議長（馬場 衛） 企画部長。 

○企画部長（小林勝美） お答えいたします。 

 先ほどからの出ておりますように、市民のための

ＤＸ、それから内部事務のＤＸ、それからデジタル

デバイド対策といった大きな３つの柱でデジタル宣

言をして進めているところです。 

 で、先ほど議員言われたように、ＩＣチップって

いうのは方法の一つではあると思います。ただ、そ

れはやっぱり購入をして維持管理をしていかなけれ

ばいけないというコストはかかってこようかなと思

います。 

 マイナンバーカードについては、国の方でもマイ

ナンバーという番号、それを使うっていうそのもの

もありますけど、そのほかにも活用方法っていうこ

とは言われてます。今28日、２月28日まで行かない

市役所キャンペーンということでやらせていただい

ておりましたけれども、ああいった形でこれから行

かない市役所になるために、市民のためにマイナン

バーカードを使っていくとか、これからの、今まで

はマイナンバーカードの普及を目的でやっておりま

したけれども、これからは活用、マイナンバーカー

ドをいかに市民のために、行政の効率化のために使

っていくかということを考えなければいけないと思

います。なので、今後は例えばですけど図書館のカ

ードに変わってくるだとか、そんなことも今後は考

えていくということで、その一つとしてまず職員の

出退勤管理から始めるということになろうかと思い

ます。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 今、企画部長のお話伺ってる

と、あくまでもマイナンバーカードは記録の媒体と

して個人のＩＤではない部分の、図書館の利用だと

かっていうふうに考えると、市民に対しても個人番

号カードの活用の方法として、方策としてそういっ

た使い方ができるよっていうことでよろしいですか。 

○議長（馬場 衛） 企画部長。 

○企画部長（小林勝美） そのとおりでございます。

今、昨日２月28日までやっていたのは入り口部分で

ございまして、これからの、今でもそうですが住民

票ですとかそういったものをマイナンバーカードで

請求して、決済までできるところまでやっておりま
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すので、それをどんどん広げていきたいと思ってま

す。 

 また、いろんな施設の申込みとかそんなものもで

きるといいかなということで、一歩ずつですが少し

ずつ進めていくということで考えてます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） ごめんなさい、私の質問が悪

かったのかも分からないですけども、それはあくま

でも個人番号ではなくって、ＩＣチップにほかのＩ

Ｄを書き込んでそういった活用するという考え方で

いいんですか。 

○議長（馬場 衛） 企画部長。 

○企画部長（小林勝美） ＩＣチップに書き込むの

ではなくて、そこに個人情報、４情報が入ってたり

するので、本人確認をするために使うということで

す。今回、行かない市役所でやったクロスＩＤとい

うアプリがあるんですが、それで本人確認ができる

ということになってますので、どこの誰だというこ

とが分かると、そこではマイナンバー自体は使わな

いということになってます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 今、企画部長がおっしゃられ

ると、わざわざそのＩＤを書き込まなくても本人確

認ができれば、そのカードが、マイナンバーカード

が使えるっていうことをおっしゃられたんですけど

も、それが今回の出退勤システムに使えなくてわざ

わざＩＤを書き込む必要があるっていうのがどうも

理解ができないんですけども。 

 マイナンバーカードを毎日携帯をして出退勤にタ

ッチをするのかどうなのか、ゲートにするのか分ん

ないですけども、そうしたときのあの紛失とか破損

とかっていうようなリスクはお考えにならなかった

のかな、そういう議論が庁内ではなかったのかな、

これからそのマイナンバーカードの普及についても

同じことが言えると思うんですけれどもどうですか、

そういう議論があったかないかを。 

○議長（馬場 衛） 企画部長。 

○企画部長（小林勝美） お答えします。 

 庁内で議論というよりは国のほうの考え方もそう

なんですが、クレジットカードとかキャッシュカー

ドとか、そういうものと同じ感覚だというふうに考

えております。以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 戻しますけれども、今回この

条例策定において、制定において、上程において庁

内でそういったＩＣチップ代替えのものを活用する

だとかそういう議論があったのかないのか、なかっ

たのか、比較検討があったのかどうなのかっていう

ところはどうなんでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 企画部長。 

○企画部長（小林勝美） お答えします。 

 議論というよりは毎年、先ほど出ております推進

計画、ＤＸの推進計画を立てるときに春頃にヒアリ

ングをやっております。その中で、どういったやり

方がいいかというのは議論をして、意見交換、議論

をしているところです。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 今の答弁ですともうありきで

進んでるようには聞こえてしまったんですけれども、

どうも理解が苦しいんですけども、時間もあります

ので３つ目の質問に。 

○議長（馬場 衛） ３つ目ですね、どうぞ。 

○９番（楠 浩幸） 先ほど２条のところで市職員

の出勤及び退勤の管理に関する事務の概要を、若干

総務部長の方からお話をいただいたんですけれども、

そういった時間外勤務だとかそういったところが把

握できるよっていうことなんですけれども、実際に

その出退勤のシステムのスキーム、どのようにシス

テムの中で回されて運用されているのか、簡単でい

いんで、難しいことは分らないんで簡単に教えてい

ただければいいと思います。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（田内紀善） すいません、もう一度質

問をお願いします。 

○９番（楠 浩幸） システムのスキームを教えて

ください。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 



５０ 

○総務部長（田内紀善） お答えします。 

 庶務事務システムにつきましては、今現在タイム

カードで、出退勤を打刻してもらってそれを実際の

時間外申請のほうを庶務事務システムのほうに入力

しまして、実際タイムカードとシステムのほうと見

比べて比較していると、目で比較していると、それ

がすごい時間がかかってるという形でやっておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） それは、今の課題は分るんで

すけども、そのシステムができたことによってタイ

ムカードと照合する時間が節約されるよっていうこ

とは分るんですけれども、そのシステム全体として

社会保障ですとか給与のロジックがあるじゃないで

すか、そういったところにちゃんとリンクをしてる

のかどうなのかっていうのを聞きたかったんです。

自動で全部できちゃうよっていうのか、そこを聞き

たかったんですよ。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（田内紀善） お答えします。 

 システム化することにより、自動で庶務事務シス

テムのほうに入りまして、出退勤の時間が。時間外

の管理、給与計算ができるという形になります。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） ということは、今庁内の職員

さんの労務システムとリンクをしながら、チェック

を管理者さんはやらなくて済むようになるっていう

ことでいいんですね。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（田内紀善） お答えします。 

 全くなくなるわけじゃなくて、あくまで出退勤し

た時間と時間外の申請、庶務事務システム上の申請

との比較は必要になります。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） その生産性については期待を

するところですけれども、どうしてもこの個人番号

カードを利用しなくてはならないっていうところが

やっぱり腹に落ちなかったもんですから、また検討

させていただきたいと思います。 

 ありがとうございます。終わります。 

○議長（馬場 衛） 以上で、９番 楠 浩幸君の

質疑を終わります。 

 通告された質疑は以上です。ほかに、議案に対し

て質疑のある方はございませんか。 

 神谷里枝さん。 

  〔17番 神谷里枝登壇〕 

○17番（神谷里枝） 17番 神谷里枝です。ただい

まの質疑応答についてお聞きしていたわけですけど

も、いまいちよく理解できなかったんでお伺いした

いと思います。 

 答弁の中で、マイナンバーカードに職員番号を登

録するっていうことが総務部長のほうから答弁がご

ざいました。まず物すごく簡単なことをお伺いしま

すけども、職員番号っていうのはまず職員の皆さん

にあてがわれていると思いますけども、この条例が

制定された暁には、こういった例えばクレジットカ

ードぐらいの大きさにまず名札を変えて、それに職

員番号とかマイナンバーを登録する、まずそういう

理解でよろしいんですか。 

○議長（馬場 衛） 登壇して答弁をお願いします。 

 総務部長。 

  〔総務部長 田内紀善登壇〕 

○総務部長（田内紀善） お答えします。 

 マイナンバーカードを使います。マイナンバーカ

ードのＩＣチップの中に職員番号を書き込むという

形になります。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） そうしますと、職員の方はも

う市役所にいる間中、その間は必ずもうマイナンバ

ーカードそのものをどこかに着用しているっていう

ことになるわけですか。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（田内紀善） お答えします。 

 先ほど企画部長が申しましたように、キャッシュ

カードと一緒でどっか、なくさないように保管して

いただくという形になります。 
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 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） まず、登庁したときに使いま

すよね、では簡単に言いますとマイナンバーカード

を朝出勤時にその機械に通して出勤しましたよ、途

中でまた何かの用事でちょっと休憩時間とかいただ

きたいというとき、退出するときに、そのときには

またそのマイナンバーカードを使用する、戻ってき

たときにもまた使用する、退庁をするときにも使う、

そういう考え方でいいですか。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（田内紀善） お答えします。 

 まず出勤時にマイナンバーカードを使いまして、

退庁時にマイナンバーカードを使うのがまず１点。

出張等で庁舎から出る場合は、そこで１回マイナン

バーカードをかざしていただくと、また戻ってきて

入庁する場合はかざしていただくという形に、マイ

ナンバーカードを利用してもらうという形になりま

す。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） そうしますと、ちょっと出る

ときにも必ずマイナンバーカードは持って市役所か

ら出ないといけないということになりますね。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（田内紀善） すみません、説明が悪く

て申し訳ないです。基本的に休憩時間等で退出する

場合は、お昼とか出る場合はかざす必要、マイナン

バーカードを使う必要はございません。あくまでも

通常業務内の時間内でどっかへ出張する場合で出て

く場合、だから勤務時間内の途中に静岡等へ出張す

る場合は庁舎から出るわけですから、そこで１回、

退出の記録をしてもらうと。出張から帰ってきて戻

ってきたら、入庁のまたマイナンバーカードをかざ

してチェックしてもらうという形で、通常のお昼休

みとかそういうとこに出ていくときはマイナンバー

カードをかざしていただく必要はないということで

ございます。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 分かりました。じゃあ、ちょ

っと現場を見にいくとかそういうときはいかがです

か、職員が現場を見にいく。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（田内紀善） お答えします。 

 現場を見にいく場合はマイナンバーカードをかざ

していただく必要はございません。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 語尾が聞き取れなかったんで

すけど、職員が自分の所管している現場を確認しに

行くときにはそれをかざす必要はないっていうそう

いうことでよろしいんですか。 

○議長（馬場 衛） 総務部長、答弁ちょっとまと

めておいて。 

○総務部長（田内紀善） 失礼しました、お答えし

ます。 

 そのとおりでございます。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） そうしますと、いずれにしま

しても自分たちはマイナンバーカードをつくってな

くしちゃいけないのですごく大事にしまって、なく

しちゃいけないんですけどそれを職員の方はもう常

時、携帯っていうか持っていないとどうにもならな

いというそういう状況になるわけですよね。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（田内紀善） お答えします。 

 そのとおりでございます。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） それに関しまして、先ほどの

楠議員のほうからもありましたけども、職員のほう

からは何ら御意見とかそういったものはなかったと

いうことでよろしいんですか。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（田内紀善） お答えします。 

 そのとおりでございます。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） そこまでは分かりました。 

 要するに、今回、新設条例ですけども市もＤＸ推

進に取り組んでいく、計画もあるけども条例を定め

ないことにはこのマイナンバーの番号を利用するこ
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とができないので、今回新設条例として制定したい。

とにかく使うに当たっては、計画だけでは何ら使っ

ていくことができないので、条例で定めてＤＸ推進

に取り組む、そういう簡単明瞭な解釈っていいます

かそういうことでいいでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（田内紀善） お答えします。 

 そのとおりでございます。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 分かりました。本当に大事な

マイナンバーカードを、しまっておいても仕方ない

かもしれませんけども、毎日、市役所に来るときに

持っていなきゃいけない、また置いて帰るのかどう

かも分かりませんけども、より慎重に個人個人も取

扱いに気をつけていただきたいなと思いまして、質

問を終わります。ありがとうございます。 

○議長（馬場 衛） 以上で、神谷里枝さんの質疑

を終わります。 

 ほかに質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

 本件は、会議規則第37条第３項の規定に基づいて、

委員会の付託を省略することに御異議ございません

か。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。

楠 浩幸君。 

  〔９番 楠 浩幸登壇〕 

○９番（楠 浩幸） すいませんね、理解が乏しく

て。先ほど来の総務部長、企画部長の答弁を伺う中

で、どうしても本当にこの条例が必要な条例なのか

っていうところを考えて、もしかすると市販のＩＣ

チップを使うとすれば今回の条例は必要なかったと

いうことなんですよ。であるならば、この条例策定

に向けた職員の時間と我々の時間を、本来は市民に

向けて、市民と向き合うとか市民のベネフィットに

向けて使うべき時間だったんじゃないのかなという

ふうに思うわけなんですよ。なんかもうマイナンバ

ーカード、個人番号カードを使うことありきで今回

の条例が策定されようということに対して、私はま

だ時期尚早じゃないのか。 

 先ほど企画部長がおっしゃられていた図書館で使

えるだとか、いろんな公共施設で使えるだとかって

いうふうな本人確認のための本来の個人番号カード

の使い方ができるようになってからでよかったんじ

ゃないのかな。それまでは１枚10円か20円くらいの

ＩＣチップがもう市販でどんどん出てるんですよ、

そういったものを活用していただいて生産性を上げ

ていただくほうが市民のための条例になったんじゃ

ないのかなというふうに思うわけなので、今回の条

例制定について反対の異を唱えさせていただきたい

と思います。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） ただいまは楠 浩幸君の反対

の討論でございました。ほかに討論のある方はござ

いませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で討論を終わります。 

 それでは、議案第４号について採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手

を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（馬場 衛） 挙手多数でございます。した

がって、議案第４号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 日程第２ 議案第５号 湖西

市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関す

る条例制定についてを議題といたします。 

 質疑を行います。質疑通告書が提出されておりま

すので、17番 神谷里枝さんの発言を許します。 

  〔17番 神谷里枝登壇〕 

○議長（馬場 衛） 17番 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 17番 神谷里枝。議案第５号 

湖西市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に

関する条例制定について、質疑通告書に従いまして

質疑を行います。 

 まず最初に、平成14年に法整備されておりますが、
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今回制定する理由をお伺いします。 

○議長（馬場 衛） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。総務部長。 

  〔総務部長 田内紀善登壇〕 

○総務部長（田内紀善） お答えします。 

 職住近接を推進し、持続可能で活気あるまちづく

りを目指すため、様々な行政課題に対し的確に対応

できるよう、昨年10月に湖西市人事基本方針を改定

いたしました。 

 その方針の中に、外部人材の登用、専門人材の採

用の取組を盛り込んでおりまして、今回、民間専門

人材を活用できる仕組みを整備するため条例を制定

しようとするものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 平成14年に法整備されてたわ

けですけども、近年、特に市長を筆頭に職住近接に

力を入れている。そういった中で、人材確保に向け

て条例を制定していかないと、これも進めることが

できないということで、随分前ですけども今回、基

本方針が変わったことによって制定するということ

で、まずこの点は承知いたしました。 

 ２点目に移ります。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○17番（神谷里枝） 高度な専門的知識・経験を有

する者とは、どのような職種が該当するのかお伺い

します。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（田内紀善） お答えします。 

 一般的に取得が困難とされている国家資格や市職

員の業務経験では実践しづらい、また実践するには

かなりの時間や経験・研修などを要する職種が該当

すると想定しております。他市の事例では、弁護士

や医師などの職種のほか危機管理関係分野やデジタ

ル人材分野の専門官などを登用しております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。弁護

士とか医師っていうのは、湖西市の弁護士さんも顧

問弁護士さんがいらっしゃるし、医者の方もいらっ

しゃるし、デジタル専門も湖西は近年よくそれこそ

政策参与とかコンサルタントとか、アドバイザーと

かっていろいろお願いはしているんですけれども、

それとは別に新たにこの制度を設けていきたいって

いうのでよろしいんですか。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（田内紀善） 近年の多種多様な行政課

題に対応するために、そういった専門の方を採用し

ていきたいと思い、条例のほうを制定しております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 弁護士とかお医者さんは別に

して、参与とかアドバイザーではなく市の職員とし

て採用していきたい方向性だということで、理解い

たしました。 

 ３番目に移ります。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○17番（神谷里枝） 特定任期付職員の号給を、特

定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める

とありますけども、内容をお伺いします。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（田内紀善） お答えします。 

 特定任期付職員の給料の号給は、その専門的な知

識経験または識見と従事する業務の困難度や重要度

に応じて決定いたします。号給は１号給から７号給

までとしまして、その標準的な考え方は１号給は高

度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を

活用して業務に従事する場合で、２号給は高度の専

門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用し

て、困難な業務に従事する場合などと定めることと

しております。 

 なお、この標準的な考え方につきましては、国の

人事院の規則の基準と同様のものとしております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） なかなか理解しづらいですけ

ども、要するに例えば国の人事院勧告に応じて最高

７号給でしたか、あれが市長と同額ぐらいの金額だ

ったと思うんですけども、そういった方を最長で５

年でしたかね、ぐらいお願いするようなことに湖西
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市もなっていく可能性があるんですか。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（田内紀善） お答えします。 

 最高の７号給が当市の市長の報酬と近いわけです

が、この将来どういったことが起こるか分からない

ので必ずしもないとは言い切れないんですが、通常

考えますと、そこまでの方を採用するということは

ないではないかなと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 市長がいる以上は、なるべく

ならそんなことにならないほうがいいのかなという

気もしないではありませんけども、ではそういった

方たちを採用したいっていったときには、やっぱり

人事権を持っている総務とかそういったところが何

か検討会議っていうか、この人にお願いしようとか

やっぱり頼まざるを得ないって、そういった状況判

断は最終的には市長がなさることは間違いないと思

いますけれども、そこへ持っていくまでの検討とい

うかそういったものは総務のほうでやるんですか。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（田内紀善） お答えします。 

 各所管のほうからこういう人材が欲しいという要

望があるわけなんですけども、そうした場合にそこ

の所管とどういった人材が欲しいかって総務のほう

で検討いたしまして、じゃあこういう募集の仕方を

しようとかという検討を経まして、あと市長、副市

長に相談して、それで採用していこうということに

なれば募集をかけていくというような形になろうか

と思います。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 分かりました。人材育成とい

うことも含めたら必要なことかなと思いますけども、

よく御検討いただきたいと思います。 

 ありがとうございました。 

○議長（馬場 衛） 以上で、17番 神谷里枝さん

の質疑を終わります。 

 続いて、９番 楠 浩幸君の発言を許します。 

  〔９番 楠 浩幸登壇〕 

○議長（馬場 衛） ９番 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） ９番 楠 浩幸でございます。

私のほうからも神谷議員と同じところなんですけど

も、２点ほど通告させていただいておりますのでこ

れもまた丁寧に伺っていきたいと思っております。 

 まず１点目なんですけれども、２条の１項で高度

な専門的な知識経験、または優れた所見を有する者

と、２項で専門的知識経験を有する者っていうふう

にうたわれているわけなんですけど、先ほど先輩議

員との質疑の中で、弁護士さんですとか困難な有資

格者っていうふうには伺ったんですけど、この１項

と２項との分かれ目っていうんですか、その評価っ

ていうのはどのように考えたらいいのか伺いたいと

思います。 

○議長（馬場 衛） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。総務部長。 

  〔総務部長 田内紀善登壇〕 

○総務部長（田内紀善） お答えします。 

 先ほど神谷議員に答弁したとおり、第２条第１項

と第２項に規定する専門的知識経験を有する者は、

一般的に取得が困難とされている、先ほど申しまし

たように国家資格や市職員の業務経験では実践しづ

らい、また実践するにはかなりの時間や経験、研修

などを要する職種が該当するというのが想定される

わけなんですが、有資格以外の知識経験の評価につ

きましては、やはり他市の事例、状況の取扱いを参

考に、当市としては今後決定していきたいというふ

うに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 今の総務部長の答弁ですと、

１項、２項に該当するそのすみ分けっていうんです

か、それはまだないっていうふうに理解すればよろ

しいですか。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（田内紀善） お答えします。 

 なかなか、どういった職種がそういうのに当ては

まるかっていう判断がなかなか難しいところではご

ざいますので、他市の事例を参考にどういった方が

こういったところに該当するかっていうのは検討し
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ていきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 現段階では評価基準はないで

よろしいですか。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（田内紀善） お答えします。 

 現段階では明確な評価基準はないということでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 必要になったときに、他市を

キョロキョロしながら評価をするっていうことで、

よく分からんですけど理解できました。そのときに

なってみないと分からんっていうことですね、大丈

夫かなというふうに思うわけなんですけども。 

 はい、２つ目。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○９番（楠 浩幸） 先ほど神谷議員の方からも、

先輩議員のほうからも等級が上のほうだとどうかな

っていうようなお話があったんですけれども、私の

ほうからも７条２項で定めているところの特定任期

付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に

応じて、規則で定める基準に従い定めるというふう

にあるんですけれども、これもまた答弁が予測でき

てしまうんですけれども伺いたいと思います。お願

いします。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（田内紀善） お答えします。 

 先ほどお答えしたとおり、特定任期付職員の給料

の号給につきましてはその専門的な知識経験等が、

あと従事する業務の困難度や重要度に応じて決定し

てるというところで、この標準的な考え方につきま

しては国の人事院の基準と同様のものとなっており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 民間の企業におきましても、

ジョブ型の採用ですとか中途で専門職の採用ってい

うのはもうどんどん進められているところです。マ

スコミなんかでも報じられているとこなんですけど

も、これ等級表を見てみますともう５号給くらいで

も幹部職相当の給与が支払われることになろうかと

思うんですけれども、そうしたときに今プロパーで

頑張っておられている職員さんたちのモチベーショ

ンに影響はしないのかなっていうふうなことをちょ

っと心配をするわけなんですけども、どうでしょう

か。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（田内紀善） お答えします。 

 特定任期付の職員を採用する際は、先ほども申し

ましたとおり、職員ではなかなか持ってない知識経

験を活用して業務のほうに当たっていただくという

ところで、特に専門的な知識を要する業務に当たっ

ていただくことになると思いますので、その辺のモ

チベーション的なものは大丈夫かと存じます。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） ということは、部下を持った

りですとか、そういった部下をマネジメントするよ

うな職種には当たらないっていう理解でよろしいで

しょうか。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（田内紀善） お答えします。 

 部下を持たないということではございません、場

合によっては部下を持ってある業務に取り組んでい

ただく場合もございます。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） マネジメントの職員にも当た

られる可能性はあるよということなんですけれども、

今回、条例策定をされるときにそういった職員のモ

チベーションとか、そういったリスクマネジメント

にはどんな議論がされたのかなというふうに思うわ

けなんですけども、そういった議論はどうでしょう

か。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（田内紀善） 職員のモチベーションと

いう点で言えば、常にそういった特殊、特別な業務

とかのは、どんな業務でもやりがいを持ってやるよ
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うにというふうに職員のほうにも研修等で言ってま

すので、特にこの条例が制定されてそういった方が

採用された場合にあっても、職員のほうは与えられ

た業務をしっかりとしたモチベーションでやってい

くというのが職員としての役割だというふうに思っ

ております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 実際にどんな方が来られるか

は分からないですけれども、そのときには総務とし

て人事をつかさどるセクションとして、職員にちょ

っと目を配っていただきたいなというふうに思って

おります。 

 以上で質疑を終わります。 

○議長（馬場 衛） 以上で、９番 楠 浩幸君の

質疑を終わります。 

 続いて、５番 福永桂子さんの発言を許します。 

  〔５番 福永桂子登壇〕 

○議長（馬場 衛） ５番 福永桂子さん。 

○５番（福永桂子） ５番 福永桂子です。同じく

議案番号５を御質問いたします。 

 同僚議員の御質問で大体分かりましたので、この

条例は専門的知識や経験を持つ民間の人材を採用し

たいと、そして今は環境整備としてこの条例を制定

しておきたいということだと思うんですけども、そ

の理解でよろしいですか。 

○議長（馬場 衛） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。総務部長。 

  〔総務部長 田内紀善登壇〕 

○総務部長（田内紀善） お答えします。 

 議員おっしゃるとおりでございまして、今後どう

いった行政課題が生じてくるか分からないもんです

から、そういった民間からの専門的な人材を採用で

きるように条例を整備するものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 福永桂子さん。 

○５番（福永桂子） ありがとうございます。そう

すると、ちょっと３番の質問が少し短くなるんです

けども、想定する人材が来てくれる確証があるのか

をお伺いいたします。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（田内紀善） お答えします。 

 人材の登用、採用はまさに御縁だと思っておりま

すので確証があるものではございません。ただし、

今後、民間人材を登用する場面がありましたら、行

政課題の解決や魅力の向上のため確実に登用できる

よう、人事部門としては努めてまいりたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 福永桂子さん。 

○５番（福永桂子） それでは直近で、今必要な役

職というのは考えておられないということでいいで

すか。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（田内紀善） お答えします。 

 今のところ採用する予定はございません。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 福永桂子さん。 

○５番（福永桂子） 分かりました。 

○議長（馬場 衛） よろしいですか。 

○５番（福永桂子） 終わります。 

○議長（馬場 衛） 以上で、５番 福永桂子さん

の質疑を終わります。 

 通告された質疑は以上です。ほかに議案に対して

質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

 本件は、会議規則第37条第３項の規定に基づいて、

委員会の付託を省略することに御異議ございません

か。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で討論を終わります。 

 それでは、議案第５号について採決いたします。

本案を、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙

手を求めます。 
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  〔賛成者挙手〕 

○議長（馬場 衛） 挙手全員であります。したが

って、議案第５号は原案のとおり可決されました。 

 ここで休憩とさせていただきます。再開を11時10

分といたします。 

午前10時59分 休憩 

───────────────── 

午前11時10分 再開 

○議長（馬場 衛） 休憩を解いて会議を再開いた

します。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 日程第３ 議案第６号 湖西

市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改

正する条例制定についてを議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は、会議規則第37条第３

項の規定に基づいて、委員会の付託を省略すること

に御異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で討論を終わります。 

 それでは、議案第６号について採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手

を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（馬場 衛） 挙手全員であります。したが

って、議案第６号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 日程第４ 議案第７号 湖西

市副市長定数条例の一部を改正する条例制定につい

てを議題といたします。 

 質疑を行います。質疑通告書が提出されておりま

すので、５番 福永桂子さんの発言を許します。 

  〔５番 福永桂子登壇〕 

○議長（馬場 衛） ５番 福永桂子さん。 

○５番（福永桂子） ５番 福永桂子です。議案番

号７を質問いたします。 

 どのような経験と知識を持たれた方を選任される

のかをお伺いいたします。 

○議長（馬場 衛） 登壇して答弁をお願いします。

市長。 

  〔市長 影山剛士登壇〕 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 議員もこれはよく御承知のとおりだと思いますけ

れども、今は副市長は山家副市長に務めていただい

て大変よくやっていただいているというふうに感謝

をしています。非常に重責を担っていただいており

ますので、こういったやはり副市長の仕事というの

は当然市長を補佐していただくということもありま

すけれども、職員の皆さんの総括もしていただいた

りですとか、当然僕が出張等不在のときも多くあり

ますので、そういった中には当然この湖西市役所の

中でも先頭に立って、行政全体のかじ取りを任せる

ことも時にはあろうかというふうに思っております。

そういった役割を思いますれば、やっぱり地方自治

ですとか行政の運営、こういったことに精通といい

ますか、しっかりと経験豊富という意味では知識や

経験、また当然人望とか人柄、こういったものが重

要に要素として大事になってこようかというふうに

思っております。 

 今般、この前の提案理由説明のときにも申し上げ

させていただきましたけれども、副市長の体制は２

人以内ということで、お一人が市の職員の経験者、

いわゆるプロパー職員の方々からということと、も

う一人は今は県からですけれどもそういった県です

とか国ですとか、民間含めた外部からの人材の派遣

という形での２人以内で、できる体制も制度として

つくっていくということを予定させていただいてお

ります。 

 今、前段で申し上げた市の職員の、いわゆるプロ

パー職員の経験者というのは、まさに申し上げた市

の行政課題ですとか行政運営を熟知していただいて

いるということですとか、やはり職員同士の特性と

か人間関係も含めてそれへの理解、こういった経験
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も含めた強みを生かしていただきたいと思っており

ます。 

 また、県を含めた外部の方々から登用するに当た

っては、やはり市役所の発想だけではないです。

様々な、さらに幅広い知識ですとか企画ですとかこ

ういった発想ですとか、幅広い御経験を生かしてい

ただくというような役割分担ができれば一番いいか

なというふうに思っておりますので、それぞれの御

知見というか御知見・御経験を踏まえて、役割分担

の下でこの市政の運営を副市長として担っていただ

きたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 福永桂子さん。 

○５番（福永桂子） よく分かりました。 

 あと、人望、人柄等ももちろんおっしゃいました

けれども、やはり副市長同士のコミュニケーション

というのも大事かなと思うんです。よく市役所が縦

割り縦割りで横、横の串刺しがないというふうなこ

とを市民からも言われるんですけれども、やはりそ

の辺、人間性も加味して副市長同士どのようにコミ

ュニケーションをされていくのかなという、その辺

どのようにお考えになってるかちょっとお聞きした

いです。 

○議長（馬場 衛） 市長。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 おっしゃるとおりだと思いますので、そこはもち

ろんそのお人柄とか性格もそうですし、もちろん仕

事は仕事としてしっかりやっていただかないといけ

ませんので、どのような体制になったとしてもこれ

は副市長だけではなくって、職員間、部局間それぞ

れがしっかりとコミュニケーションといいますか横

串での対話、コミュニケーションを取っていただく

ことは必要だと思っておりますので、当然２人体制

になったとしても、副市長が。そこは十分な意見交

換、どの部署というか、もちろん役割分担はあった

としてもコミュニケーションはしっかり取っていた

だきたいと、そうなるようにしていきたいと思って

おります。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 福永桂子さん。 

○５番（福永桂子） よろしくお願いします。役割

分担だけじゃなくて、やはり横のコミュニケーショ

ンが大事だと思います。 

 それと副市長というのはやっぱりそれなりの権限

を持たせられて、そして政策を進めようという意思

の表れだと思うんですけれども、部長というのはど

うしてもやっぱり縦の上に立っていらっしゃる方で

すので、それを超えた実行力を期待していると。な

ので、こういうふうなものもつくっておきたいとい

うそういう心意気なのかどうかだけちょっとお聞き

したいです。 

○議長（馬場 衛） 市長。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 議員、御理解のとおりというかおっしゃるとおり

でよろしいかと思いますし、まさに部局を超えたり

ですとか、部長はやっぱり部のトップとしてマネジ

メントしていただきますけれども、副市長というの

はやはりその部局間も含めた内部調整も必要になろ

うかと思いますので、そういった形でぜひお力を発

揮していただきたいと思っていますし、何よりもや

っぱり、もちろんこれは副市長が１人であろうと２

人であろうと、市の職員さんから登用もあるんだと

いうことをしっかりと、さっきモチベーションの話

が別の議案でもありましたけれども、そこも含めて

お力を発揮いただく場、市の職員の方々にお力を発

揮いただく場を広げられたらというふうに思ってお

ります。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 福永桂子さん。 

○５番（福永桂子） 私は、この条例に基本的には

本当に賛成です。この時代の流れで必要なものだと

思っています。 

 ただやはりちょっと気になるのは、すみません。

２番の質問に行きますけれども。 

○議長（馬場 衛） ２番目ですね、どうぞ。 

○５番（福永桂子） 副市長２人体制を臨時措置で

すね、時限条例にしない理由をお伺いいたします。 

○議長（馬場 衛） 市長。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 さっきの前の御質問でも少しお答えさせていただ
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きましたけれども、今回は条例で今１人になってい

るところを２人以内ということにさせていただきま

すので、必ず２人ずっと置きますよということでも

ないかなと。まさに議員もおっしゃったとおり、こ

れやっぱり誰でもいいというわけではもちろんあり

ませんので、その中で適材適所といいますか任命を

させていただきたいと思っておりますので、時限と

かそういう話ではなくて２人以内で、当然２人置け

ますよ、仮に適任者がお一人だった場合には、副市

長１人という体制もあり得るということなので、あ

のさっきの別の任期付の職員の条例もありましたけ

れども、まずは制度が、条例がこういうことになっ

ていると、そこの可能性が今は条例を変えないとで

きないということですので、まずはそこの可能性を

２人以内という形で取らせていただきたいというこ

とで今回提案をさせていただきました。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 福永桂子さん。 

○５番（福永桂子） 気になっていたのは、今の影

山市長は必要であると思われても、それが惰性にな

って次の市長に移ったときに、２人体制が当たり前

なんだからと思われてもよくないのかなと思って。

なので、今の市長の時代でこれが必要ですよという

そういうものでも私はよいのかなと、そう思ったん

です。これを出されてくる以上、すごくやはり気合

いが入ってると思うので、本当にこの制度を有効的

に使って市民のために働いていただきたいというそ

ういう思いですけれども、お答えはよろしいですか。 

○議長（馬場 衛） 市長。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 何を答えたらいいのかにわかには浮かびませんけ

れども、まさにそれは、この体制自体は制度として

今条例を１人から２人以内という形で変えさせてい

ただきたいということですので、もしお認めいただ

ければ、２人以内の中で自分としても人選を行って

いきたいと思っていますし、次の市長は次の市長で

しっかり、この条例というか制度の中で考えていた

だければいいのかなというふうに思っておりますし、

やはり何よりもさっきの職員の皆さんがモチベーシ

ョンを上げて働いていただくということで、その意

味でも可能性は広がるということがあろうかなと思

いますので、ぜひ２人以内という形での、時限では

なくてやはり２人以内の中での運用でそこは乗り越

えさせていただければなというふうに思っておりま

す。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛）  福永桂子さん。 

○５番（福永桂子） これで終わります。 

○議長（馬場 衛） 以上で、５番 福永桂子さん

の質疑を終わります。 

 通告された質疑は以上です。 

 ほかに、議案に対して質疑のある方はございませ

んか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

 本件は、会議規則第37条第３項の規定に基づいて、

委員会の付託を省略することに御異議ございません

か。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で討論を終わります。 

 それでは、議案第７号について採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手

を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（馬場 衛） 挙手全員であります。したが

って、議案第７号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 日程第５ 議案第８号 湖西

市部設置条例の一部を改正する条例制定についてを

議題といたします。 

 質疑を行います。質疑通告書が提出されておりま

すので、11番 吉田建二君の発言を許します。 

  〔11番 吉田建二登壇〕 

○議長（馬場 衛） 11番 吉田建二君。 

○11番（吉田建二） 11番 吉田建二です。 
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 こども未来部を設置するに当たり、どのような意

図でどのような検討をされてきたのか、その経過の

概要について伺います。 

 私のお尋ねしたいことは、子育て期における切れ

目のない支援を提供するために部を新設したいと提

案説明がありましたが、子育ての切れ目のない支援

を提供するために何をどのようにされたいのか、ど

のようなことを実施したいのか、具体的なその意図

と、そのために部を新設しようとなったのか、最初

から部を設置して取り組んでいこうとこのようにス

タートしたのか、どのような検討をされてきたのか

その経過についてお尋ねをいたします。 

○議長（馬場 衛） 登壇して答弁をお願いします。

総務部長。 

  〔総務部長 田内紀善登壇〕 

○総務部長（田内紀善） お答えします。 

 先ほど議員が申されました、妊娠期から子育て期

にわたる切れ目のない支援ということで、市内の子

育ての関係の情勢に対応するために、子供関連施策

にもっと重点的に取り組んでいかなければならない

ということを踏まえまして、新たに重点的に進める

には部を設置して施策を一層重点的に、確実に前進

させることが重要かということになりまして、かつ

スピード感を持って進めることができると考えまし

て健康福祉部と総務人事部門、それから市長、副市

長とも協議・検討を重ね、部を設置することといた

しました。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 吉田建二君。 

○11番（吉田建二） 重点的に取り組むために部を

設置してということですけども、こういうような事

業が充実していくためにはこうやって増えてくると、

それを対応していくためにはある程度、職員を増員

しなければならないとか、こういう具合に仕事を配

置替えしなければならない、したがってそれには部

を設置していくんだというような一つのこういう検

討の流れがあれば、そこら辺についてどんな具合に

検討されてきたのかなっていうそんな経過をちょっ

とお聞きしたかったわけですけども、関係職員が部

長をはじめ副市長等を含めて検討されたということ

ですので、そこら辺はそれで理解をしていきたいと

思いますけども、もう少し具体的にこんな具合にや

ってきたよ、またそこら辺が説明できればお願いし

たいということといつから取り組まれたか、いわゆ

る今回提案されたわけですけども、もう夏頃からや

ったとか、あるいはある程度秋にやったとか、こう

いうようなことでっていうそこら辺の検討に取りか

かった経緯というもの、もうちょっと分かれば大ざ

っぱで結構ですのでお答えいただきたいとこんなふ

うに思います。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（田内紀善） お答えします。 

 まずいつからということですが、今年度の令和４

年度の４月からもうその話は取り組んでおります。 

 どういったことを取り組んでいくかっていうのは

健康福祉部のほうといろんな協議を重ねて、どうい

った事業、こういった事業をやるにはどのぐらいの

職員が必要かとかいう検討をしてまいりました。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 吉田建二君。 

○11番（吉田建二） 承知しました。もう年度当初

の４月から取り組んでこられたということですので、

その取り組んでこられたその熱意というか、その前

向きな姿勢を理解していきたいと思います。 

 それでは、今回の分掌事務の中に２つほどあるわ

けですけども、こども未来部として次世代育成に関

すること、そしてもう一つは子育て支援に関するこ

とと２つの項目があるがですけども、それぞれこの

内容は具体的にこんなことを主にあれですよってい

うと、ちょっと分割して説明していただけたらあり

がたいなと思います。よろしくお願いします。 

○議長（馬場 衛） ２点目の質問ですね。 

○11番（吉田建二） はい、そうです。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（田内紀善） お答えします。 

 こども未来部の直下に、こども政策課とこども未

来課の２課を設置する予定でございます。 

 まず、次世代育成に関することとしましてこども

政策課に部内の施策の総合調整的な機能を持たせま

して、次世代育成に関する施策の部内連携の先導役
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としての役割を担わせます。 

 次に、子育て支援に関することでございますが、

こども政策課では児童手当などの各種給付業務や子

ども医療費の助成業務などを行います。 

 こども未来課では、主に育ちに直結する支援を行

っていきます。具体的には、まず妊娠・出産から始

まる乳幼児期の発育に関する母子保健の分野での支

援、それから２つ目に発達に関して心配している保

護者への相談支援、３つ目としまして虐待やＤＶな

どに関する相談業務、４つ目になりますが子育て支

援センターでの親子遊びや子育てサークル活動など

への支援、また子育て相談など様々な業務を行って

いく予定でございます。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 吉田建二君。 

○11番（吉田建二） 吉田建二君。 

 今大きく説明していただきました。今の説明を聞

かせていただく中でおいて、政策課の方は部内の政

策の充実あるいは部内連携等の云々ということです

ので、今後、子育て支援に関わるいろんな政策につ

いては、この政策課のほうが中心となってさらに充

実、そしてより機能的な業務の推進とかそういうも

のを担って、ここんとこで推進していくんだなって

いうように理解したいわけですけども、そのように

理解してよろしいでしょうか、確認させてください。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（田内紀善） お答えします。 

 そのとおりでございまして、こども政策課におい

て、子供施策の様々なことに関しまして企画・立案

をしていただくという形になります。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 吉田建二君。 

○11番（吉田建二） よく内容分かりました。部の

設置の成果が発揮されることを期待したいと思いま

す。 

 質疑を終わります。ありがとうございました。 

○議長（馬場 衛） 以上で、11番 吉田建二君の

質疑を終わります。 

 続いて、９番 楠 浩幸君の発言を許します。 

  〔９番 楠 浩幸登壇〕 

○議長（馬場 衛） ９番 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） ９番 楠 浩幸でございます。

私のほうからも議案第８号ですね、湖西市部設置条

例の一部を改正する条例制定についてということで、

先ほど同僚議員の質疑で大分、おおむね理解をして

いるところなんですけれども、改めて２点ほど通告

をしておりますので、また丁寧に伺っていきたいと

思っております。 

 まず１点目なんですけれども、こども未来部新設

ということで目的のようなものは伺ったんですけれ

ども、現行、健康福祉部のほうですごく子育て支援

についても頑張っておられて、こども園も増えまし

たし、就学前の子供たちの福祉についても充実して

きてるのかなというふうに思っていたわけなんです

けれども、今回、部を新設をされるに当たって現在

の体制、現行の健康福祉部では事業の継続が困難だ

っていうふうに判断をされたのかどうなのか分かん

ないんですけれども、その辺りの経緯についてお伺

いをしたいと思います。 

○議長（馬場 衛） 登壇して答弁をお願いします。

総務部長。 

  〔総務部長 田内紀善登壇〕 

○総務部長（田内紀善） お答えします。 

 議員おっしゃった現行の健康福祉部では、事業継

続は困難だからということではなくて、先ほども申

しましたように支援施策としてできることを重点的

に確実に前進させるためには、新たに部を設置する

ことがその土台づくりとなると考え設置するもので、

今後この体制の下でスピード感を持って進めていき

たいと考えており、部の設置に至ったことでござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 今の御答弁ですと、重点的に

スピード感を持ってっていうことなんですけれども、

現行の福祉部体制ではそういった意思決定がなかな

か早く進まないっていうことなんですか、どうでし

ょうか。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（田内紀善） お答えします。 
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 意思決定が進まないとそういうことではございま

せん。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） では、どういうことなんです

か。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（田内紀善） お答えします。 

 先ほど申しましたように、新たに事業、子育て関

係の事業を推進するためには、部を設置して体制を

充実しやっていくことが一番だということで、部の

設置に至ったということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 現体制では困難ではないけれ

ども、よりスピーディーに重点的に事業を進めてい

きたいという意思の表れだというふうに理解をしま

した。 

 ２つ目の質問に移りたいんですけれども。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○９番（楠 浩幸） そこを踏まえて２点目の質問

では、子供関連施策に一層重点的な取組を行うとい

うことなんですけれども、次世代と子育て支援とい

うふうに、先ほど同僚議員のほうから事業の内容は

伺ったものですから事業の内容は分かりました。そ

の成果というのはどのように把握をすればいいんで

すか、部を分けました、スピーディーにできました、

重点的に、その成果っていうのは何か私たち市民に

分かるような指標っていうんですか、そういったよ

うな成果を把握するものは何かあったりするんです

か。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部理事。 

○健康福祉部理事（鈴木祥浩） まず、一層重点的

な取組を行うことで事業のほうは分かったというこ

とでございますけれども、その辺の成果につきまし

ては内部で事務事業評価なども行って検証をしてま

いります。また、市民意識調査による市民満足度の

調査などをして評価していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 事務事業評価ですとか市民満

足度っていうこと、市民満足度の具体的にはどうい

った満足度を成果指標として捉まえようとされてる

んです。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部理事。 

○健康福祉部理事（鈴木祥浩） 今のところ、ＫＰ

Ｉ的なものの指標をこの場で示すということはすみ

ませんできませんが、先ほどからの御質問の中で各

事業のこともちょっと申し上げたいと思うんですけ

れども、今回の部の新設で実施していく事業の大枠

については劇的な変化があるものではありませんが、

その中でまず現行の各事業において拡大して充実さ

せることができるものは、スピード感を持って拡大

に向けて前向きに取り組んでいきたいということが

１点、それから次に発達に課題のある子供と家庭へ

の相談支援部分を強化したいということがありまし

て、それについて保育・教育などの現場の職員が発

達相談スキルを身につけることを目的として数か月

から１年間の専門事業所への研修派遣を行うことも

予定しております。将来的には多数の職員がスキル

を身につけられるようにしたいと、それからある程

度の期間を継続して数年間にわたって人材育成も行

っていきたいと考えております。 

 また、新所幼稚園施設リニューアルの設計を発達

相談支援業務の強化に向けてしていくということで

ございます。この施設でございますが、地域子育て

支援拠点である、現在新居にあります「のびりん」

に類似した施設に、発達相談支援の機能を加えた施

設を開設するための準備を進めています。 

 以上、今申し上げました主に３点を新体制の下で

令和５年度から進めていきます。まだスタートでご

ざいますが、こども未来部が育ちの応援ステーショ

ンとして定着していくように努めたいと思います。

それらを行っていった上で、市民の皆さんに満足度

調査を行うなど、それから日々の例えば保健師が訪

問したときに意見を伺うなど、それによっても感覚

として満足度ということが分かってくることもござ

いますので、そのようにして皆様の御意見を集めて

いきたいというふうに思っております。それによっ

て評価いたします。 
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 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 拡大的充実っていう部分に、

特にとりわけ発達については充実をさせていきたい

よというところは伝わりました。 

 事業の領域を今お伺いしたんですけれども、こど

も未来部っていう大きな部を新設をするわけなんで

すけれども、子供っていう部分、今発達のお話もさ

れていましたけれども、事業の領域として子供って

いうのは何歳までのところをお考えなんですか、ど

うなんですか。この事業の領域を伺いたいです。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部理事。 

○健康福祉部理事（鈴木祥浩） お答え申し上げま

す。 

 子供といいますと18歳までという定義がございま

すけれども、事業はお子さんが生まれる前から、妊

娠期から始まって乳幼児期、それから就園前を経て

就学、小中高と続いていくわけですが、その期間の

中においてうちの部としてやるべき支援等がござい

ましたら、それにも対応していかなければならない

というふうになってくると思っております。 

 これから重層的な支援だとか、いろいろ国のほう

からも異次元の少子化対策だとか子育て支援だとか

っていうお話もございますので、その中にいろいろ

な項目、要素が入ってくると思っておりますので、

その辺にも対応できるような形で今度の新しい部が

できたというふうに私自身理解しております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 子育てっていうのが、今まで

健康福祉部で捉まえていただいた事業を私の感覚、

肌感覚ですと就学前の子育て期間の支援っていうの

が大きな事業の柱だったのかなというふうに思って

たんですけども、今の御答弁を聞くと成人するまで

しっかりと子育てを湖西市として取り組んでいくと

いうような考え方になるわけですか、どうでしょう

か。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部理事。 

○健康福祉部理事（鈴木祥浩） 実際にうちの今こ

ども家庭課ですが、母子保健の関係の事業から始ま

りますので、主には妊娠から乳幼児期、先ほど申し

上げた就学期までという流れの中でつなぎをしてい

くという作業がございます。ですのでケース・バ

イ・ケースではありますが、その方への、そのお子

さんへの支援というのが必要なケース・バイ・ケー

スである場合がありますので、それはそのケースに

よって対応するということ、こども未来部としてで

きることをして支援をしていくという意識でやって

いくということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 就学後についても子育てとい

うふうに位置づけて、今回新設しようとしているこ

ども政策課ですか、というふうなことを考えると、

学校教育ですとか学童保育だとかそういったところ

にも横串が刺さっていくっていうイメージでよろし

いでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部理事。 

○健康福祉部理事（鈴木祥浩） お答えいたします。 

 当然、学齢期になりますと教育委員会とかも関わ

ってきますが、その辺は組織の中でいわゆるおっし

ゃってるように横串を通してというところによって

連携して、その子にとってどういう支援がいいかと

いうことを考えていくということをしていかなけれ

ばならないというふうには考えております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 確認です。その学童とか、成

人までの子育てにおいて、このこども未来部が教育

委員会ですとかそういったところと連携をするに当

たって、イニシアチブを取って進めていくというふ

うに理解をすればよろしいですか。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部理事。 

○健康福祉部理事（鈴木祥浩） 基本的にはそうい

うことになろうかと思いますが、例えばほかの部局

から御相談があれば連携をするということも当然出

てきますので、子供というところの観点からいいま

すと、そういうことになろうかと思います。よろし

くお願いします。 

 以上です。 
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○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） なろうかなっていう、言い切

っていただけるとすきっとするんですけどどうでし

ょう。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部理事。 

○健康福祉部理事（鈴木祥浩） 子供政策ですので、

それに関してはうちの部が、こども未来部がイニシ

アチブを取るということになると思います。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 期待をして、質疑を終わりま

す。 

○議長（馬場 衛） 以上で、９番 楠 浩幸君の

質疑を終わります。 

 通告された質疑は以上です。ほかに議案に対して

質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて、委員会の付託を省略することに

御異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で討論を終わります。 

 それでは、議案第８号について採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手

を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（馬場 衛） 挙手全員であります。したが

って、議案第８号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 日程第６ 議案第９号 湖西

市手数料徴収条例の一部を改正する条例制定につい

てを議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて、委員会の付託を省略することに

御異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で討論を終わります。 

 それでは、議案第９号について採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手

を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（馬場 衛） 挙手全員であります。したが

って、議案第９号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 日程第７ 議案第10号 湖西

市立学校設置条例の一部を改正する条例制定につい

てを議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて、委員会の付託を省略することに

御異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で討論を終わります。 

 それでは、議案第10号について採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手

を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（馬場 衛） 挙手全員であります。したが

って、議案第10号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 
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○議長（馬場 衛） 日程第８ 議案第11号 湖西

市立認定こども園条例の一部を改正する条例制定に

ついてを議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて、委員会の付託を省略することに

御異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で討論を終わります。 

 それでは、議案第11号について採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手

を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（馬場 衛） 挙手全員であります。したが

って、議案第11号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 日程第９ 議案第12号 湖西

市立幼稚園一時預かりに関する条例の一部を改正す

る条例制定についてを議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて、委員会の付託を省略することに

御異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で討論を終わります。 

 それでは、議案第12号について採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手

を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（馬場 衛） 挙手全員であります。したが

って、議案第12号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 日程第10 議案第13号 湖西

市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例制定についてを議

題といたします。 

 質疑を行います。質疑通告書が提出されておりま

すので、９番 楠 浩幸君の発言を許します。 

  〔９番 楠 浩幸登壇〕 

○議長（馬場 衛） ９番 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） ９番 楠 浩幸でございます。

議案第13号ですね、湖西市の家庭的保育事業等の設

備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例制定についてということなんですけども、

１点ほどお伺いしたいと思います。 

 大切なお子さんを預かる施設でございます。湖西

市がその預かっていただける家庭的保育事業所に安

全計画の提出を求めるわけなんですけれども、計画

はつくってくださいよ、できましたねというはよく

分かるんですけれども、そこの内容の確認ですとか

実施状況を湖西市としてどのようにマネジメントす

るのか、管理をしていくのかということと、監査に

行かれるとは思うんですけどもそういった監査の基

準というようなものはもう用意は、準備ができてい

るのかを伺いたいと思います。お願いします。 

○議長（馬場 衛） 登壇して答弁をお願いします。

教育次長。 

  〔教育次長 寺本賢介登壇〕 

○教育次長（寺本賢介） お答えします。 

 安全計画の策定につきましては、今回の改正条例

の施行日が令和５年４月１日としておりますので、

施行日までに計画を策定していただき、市のほうに

提出してもらい、その内容を確認することを予定し

ております。 

 また、実施状況につきましては例年12月頃に実地

監査を実施しておりますので、その中で書類審査及
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び聞き取り調査を行う予定となっております。 

 最後に監査基準なんですが、これは保育所の基準

に準ずるものとしたいと考えておりまして、保育所

の監査権は県にございますので、県と連携した上で

同等の基準を用いるよう、今後調整してまいりたい

と考えております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） ということで、もう３月です

のでもう計画が提出をされてくるのかなっていうふ

うには、今月中ですね、というふうに理解をしてお

りますけども、その計画に基づいて実際にチェック

っていうでんすか、監査を行うのは12月っていうふ

うに今御答弁をいただいたんですけれども、４月か

ら12月の間、新しく計画ができてすぐにはいかずに、

12月まで時間を置く必要があるのかなっていうふう

に思うんですけれども、その辺はどうでしょう。 

○議長（馬場 衛） 教育次長。 

○教育次長（寺本賢介） 今申し上げました実地監

査っていうのが毎年例年12月頃行われてるわけなん

ですが、今回、安全計画が新たに策定するという形

になっておりますが、安全計画というのは今回この

条例のほうで策定しなければならないというふうに

なったわけなんですが、今までも各園で安全に関す

るするマニュアル等はございまして、そのとおりや

られてたと思います。ですので、これ今回この計画

を策定する義務ができたわけなんですが、今までと

そんなに大きな違いはないんじゃないかなと考えて

おりまして、また計画４月つくってすぐに監査に行

きましても、まだ運用の実績もあまりないというこ

とですので、今のところは12月に実地監査を実施す

る予定でございます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） これまでも安全に対する計画

っていうのはあるっていうこと、とりわけ今回、改

めて安全計画を策定してくださいよということに対

して、何か具体的にこの項目については改めてしっ

かりと安全に配慮をしてくださいよとか、そういっ

たような改めてっていうのは何かあったりするんで

すか。 

○議長（馬場 衛） 教育次長。 

○教育次長（寺本賢介） 今回、安全計画策定の上

で３つ定めるように定められております。 

 １つ目が、保育所等の設備の安全点検の実施に関

すること。２つ目が職員や子供たちに対して保育施

設内での保育所はもちろんのことですが、散歩等の

園外活動時、あるいは独自にバス等による送迎サー

ビスを実施している場合におけるバス等での運行時

などの施設外での活動、取組等においても安全確保

ができるために行う指導に関すること。３つ目が安

全確保に係る取組等を確実に行うための職員への研

修や訓練に関すること。この３つを安全計画の中で

定めるように決められました。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 設備の安全点検っていうのは

既にやられているかなというふうに。中を見ていく

と、恐らくバスはないかなっていうふうには思って

ますけれども、あとは職員の研修のところですよね、

この辺りはやはり実績に確認していただくとともに、

実際にそこで従事をされてる職員さんが本当に理解

をして、そして行動されているかっていうところは

しっかりと監査でチェックをしていただきたいなと

いうふうに思います。 

 以上で質疑を終わります。 

○議長（馬場 衛） 以上で、９番 楠 浩幸君の

質疑を終わります。 

 通告された質疑は以上です。ほかに議案に対して

質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて、委員会の付託を省略することに

御異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（馬場 衛） 以上で討論を終わります。 

 それでは、議案第13号について採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手

を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（馬場 衛） 挙手全員であります。したが

って、議案第13号は原案のとおり可決されました。 

 ここで、お昼になりますので暫時休憩といたしま

す。再開を13時といたします。 

午前11時59分 休憩 

───────────────── 

午後１時00分 再開 

○議長（馬場 衛） それでは、休憩を解いて会議

を再開いたします。 

 なお、休憩中に中村博行君より参考資料の配付を

求められましたのでこれを許可しております。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 日程第11 議案第14号 湖西

市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

制定についてを議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

 本件は会議規則第37条第３項の規定に基づいて、

委員会の付託を省略することに御異議ございません

か。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で討論を終わります。 

 それでは、議案第14号について採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手

を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（馬場 衛） 挙手全員であります。したが

って、議案第14号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 日程第12 議案第15号 湖西

市のびのび預かり事業条例の一部を改正する条例制

定についてを議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

 本件は会議規則第37条第３項の規定に基づいて、

委員会の付託を省略することに御異議ございません

か。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で討論を終わります。 

 それでは、議案第15号について採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手

を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（馬場 衛） 挙手全員であります。したが

って、議案第15号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 日程第13 議案第16号 湖西

市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例制定につい

てを議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

 本件は会議規則第37条第３項の規定に基づいて、

委員会の付託を省略することに御異議ございません

か。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 異議なしと認め、本件は委員
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会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で討論を終わります。 

 それでは、議案第16号について採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手

を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（馬場 衛） 挙手全員であります。したが

って、議案第16号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 日程第14 議案第17号 湖西

市における廃棄物の減量及び適正処理に関する条例

の一部を改正する条例制定についてを議題といたし

ます。 

 質疑を行います。質疑通告書が提出されておりま

すので、６番 菅沼 淳君の発言を許します。 

  〔６番 菅沼 淳登壇〕 

○議長（馬場 衛） ６番 菅沼 淳君。 

○６番（菅沼 淳） ６番 菅沼 淳です。よろし

くお願いいたします。それでは、議案第17号 湖西

市における廃棄物の減量及び適正処理に関する条例

の一部を改正する条例制定についてお伺いをいたし

ます。議案書は45ページ、参考資料は58ページです。 

 まず１点目お伺いします。し尿くみ取り業務を委

託業務から許可業務へ切り替える理由をお伺いいた

します。 

○議長（馬場 衛） 登壇して答弁をお願いします。

環境部長。 

  〔環境部長 石田裕之登壇〕 

○環境部長（石田裕之） お答えします。 

 令和３年度末現在、市内のし尿くみ取世帯数は

1,113世帯で年々減少しております。 

 し尿くみ取と浄化槽清掃の割合は、湖西市の衛生

プラントの汚水処理実績より、し尿くみ取が約５％

に対しまして浄化槽の清掃が約95％となっておりま

す。現在、この約５％のし尿くみ取を行うために、

車両や予備車両及び人件費を積み上げ、市が業者に

委託しているのが実情でございます。 

 現在、浄化槽清掃は許可制で、し尿くみ取は委託

業務であることから、それぞれで使用する車両が併

用することができないということから非効率となっ

ております。また、これからの人口減少や下水道へ

の接続により、ますます効率が悪くなることが予想

されます。したがいまして、令和６年４月１日から

し尿くみ取業務を委託から許可制に移行し、浄化槽

汚泥とし尿を同じ車両で収集・運搬できるよう、業

務の効率化を図るものであります。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 菅沼 淳君。 

○６番（菅沼 淳） 要するに、浄化槽の清掃と同

様に、許可制にすることで車両の併用が可能となる

ということで、効率化を図れるというふうに理解し

ました。 

 その場合、今後については当然委託料も解消とい

うか発生しなくなると思うんですが、それでよろし

いでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 環境部長。 

○環境部長（石田裕之） お答えします。 

 委託料がなくなりまして、民間事業者のほうで効

率的な運営をしていただくということになります。 

○議長（馬場 衛） 菅沼 淳君。 

○６番（菅沼 淳） 分かりました。 

 じゃあ次の。 

○議長（馬場 衛） ２番目ですね、どうぞ。 

○６番（菅沼 淳） ２点目の質問です。対象の市

民が負担するし尿くみ取の処理手数料については、

許可業者が徴収するとのことでありますが、その処

理手数料は許可業者が設定するのかどうかお伺いを

いたします。 

○議長（馬場 衛） 環境部長。 

○環境部長（石田裕之） お答えします。 

 し尿くみ取の処理手数料は、委託から許可制に移

行した段階で、基本的には浄化槽汚泥の収集・運搬

と同様に許可業者が設定することとなります。しか

しながら、委託にせよ、許可にせよ、最終的には市

に処理責任が生じます。そういったことから上限な

く設定できるものとは考えておりません。したがい

まして、現在も許可業者とし尿の収集・運搬に係る

原価計算を行い、浄化槽汚泥の清掃料金や下水道料
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金と比較しながら適正な料金設定を行うよう、定期

的な会合、協議を現在進めているところでございま

す。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 菅沼 淳君。 

○６番（菅沼 淳） 許可業者が設定するというこ

とで分かりましたが、その場合、業者に対してプラ

ントに搬入をされる処理をする手数料、これってい

うのは業者に対しては発生しないんでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 環境部長。 

○環境部長（石田裕之） 許可業者が徴収しますし

尿くみ取手数料における処理料金への転嫁というこ

とはもう転嫁させないものと、現在、現時点では考

えております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 菅沼 淳君。 

○６番（菅沼 淳） 転嫁を考えて、そういうこと

は考えてないということですね。委託料に関しても、

やっぱこれが解消されちゃうわけですから、その委

託料分がまた手数料に転嫁されるっていうようなこ

とになると大変負担は大きくなると思いますんで、

その辺はしっかり協議、検討していただきたいと思

います。 

○議長（馬場 衛） よろしいですか。 

○６番（菅沼 淳） 以上で終わります。 

○議長（馬場 衛） 以上で、６番 菅沼 淳君の

質疑を終わります。 

 続いて、17番 神谷里枝さんの発言を許します。 

  〔17番 神谷里枝登壇〕 

○議長（馬場 衛） 17番 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 17番 神谷里枝。同じく、議

案第17号について質疑を行います。 

 委託から許可制に変更のためとのことですけども、

業者が適正な料金設定をするように許可条件や指導

内容、市民への説明についてのお考えをお伺いしま

す。 

○議長（馬場 衛） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。環境部長。 

  〔環境部長 石田裕之登壇〕 

○環境部長（石田裕之） お答えします。 

 先ほど菅沼議員に答弁させていただいたとおり、

現在、適正な料金設定を行うように定期的に許可業

者と協議を現在進めているところでございます。 

 また、適正な料金設定ができ次第、くみ取りを利

用されている世帯には通知等でお知らせをし、市民

の皆様には広報こさいをはじめウェブサイト等によ

り周知を図ってまいります。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） そうしますと、業者と市で何

かこの料金に関して文書で何か契約書っていいます

か、何かそういったものを正式に交わされていくん

でしょうか。 

○議長（馬場 衛） 環境部長。 

○環境部長（石田裕之） お答えします。 

 今後、合意書と同意書なりの何らかの書面でのそ

ういった合意する手続等はする予定で、今現在は考

えております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） やっぱりこれは市町の固有事

務で、市が責任を持って本当にやっていかなければ

ならない事業だと思いますので、そういった文書に

てしっかりとお互い交わしておいていただきたいな

っていう思いはあります。それから、その点はよろ

しくお願いします。 

 市民への説明は、今し尿くみ取りを利用されてる

方のみに詳細をお知らせする、そういう理解でよろ

しいですか。 

○議長（馬場 衛） 環境部長。 

○環境部長（石田裕之） お答えします。 

 基本的にはやっぱり利用されている方へまずお知

らせするとともに、やはり全市民にも今回許可にか

わったり業者さんのお話であったり、広報こさいに

そこら辺の情報提供、発信、ウェブサイトには周知

していかないといけないと思っております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） よろしくお願いします。 

 ちょっと一つ気になったのが、例えばくみ取りに
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来ていただいたり直接関わるのは業者さんになるわ

けですけども、そういった中で何か問題とか何かが

発生した場合、利用者のほうは業者に言うのか市に

言うのか、その辺も検討はされてるんでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 環境部長。 

○環境部長（石田裕之） すいません、もう一度す

いません、お願いします。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 恐らく何か、問題が起きては

いけないですけども何かくみ取りをしていただいた

ほうに何かちょっと問題があるとか不満があるとか

っていうようなときにはどういった、利用する側も

どういった対応をすればいいのか、市に言うのか業

者さんに言うのか、そういう辺は検討されましたか。 

○議長（馬場 衛） 環境部長。 

○環境部長（石田裕之） お答えします。 

 許可を出しているのは市でございますので、そこ

ら辺は責任を持って市のほうでそういった情報を入

手して対応させていただきたいと考えております。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 分かりました。では、そうい

ったことも周知のほうは含めてやっていただきたい

なと思いますので、お願いしまして私の質問を終わ

ります。ありがとうございました。 

○議長（馬場 衛） 以上で、17番 神谷里枝さん

の質疑を終わります。 

 続いて、11番 吉田建二君の発言を許します。 

  〔11番 吉田建二登壇〕 

○議長（馬場 衛） 11番 吉田建二君。 

○11番（吉田建二） 11番 吉田建二です。 

 焼却施設の再稼働に当たり、処理手数料などが改

正されますけども、再稼働の時期は令和６年２月、

そして条例制定が令和６年の４月からということで、

２か月間のここにずれが生じてるわけですけども、

このずれに対してどのように検討されたのか、その

点についてお伺いをいたします。 

○議長（馬場 衛） 登壇して答弁をお願いします。

環境部長。 

  〔環境部長 石田裕之登壇〕 

○環境部長（石田裕之） お答えします。 

 焼却施設再稼働に当たり、今回の処理手数料など

の変更とともに、ごみ出しルールの変更も予定して

おります。これらの市民への周知のため、ごみカレ

ンダーやごみガイドブック、こちらを一新する予定

であります。 

 変更を焼却再稼働に合わせると年度の途中となり

まして、ごみカレンダーなどの内容が複雑となり、

混乱を招くおそれがあるということから、施行日を

年度区切りである令和６年４月１日といたしました。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 吉田建二君。 

○11番（吉田建二） ごみ出しルールなどをごみ処

理カレンダーに印刷してるというようなことで、年

度の途中ではちょっと変えにくいというような今答

弁をいただきました。確かにそうだなと思いますけ

ども、事業は令和５年度のカレンダーを印刷すると

きに、令和６年２月に再稼働を予定しているのでそ

のときからいわゆるごみの算定基礎だとか単価だと

か、容量などの変更を見込んでるよということを予

告・周知しておいて、そしてやっていくことも一つ

の手法かなと。そして令和６年度のカレンダーをつ

くるときに、令和６年度のカレンダーのときに新し

いルールとか単価でやるわけですけども、それをご

みの再稼働の令和６年の２月から前倒しでやってく

よと、いわゆる制度の切替えはごみの再稼働と併せ

て、新しいルールに基づいてやってくんだよという

ことで、切り替えていくのも一つの手法かなと思う

わけですけども、市民の立場からしてみると２月の

再稼働のときと、それから４月の新しいときとちょ

っとそこのとこの違和感というか、そんな混雑が予

測されなければいいかなということですけども、そ

の点についての検討はどのようにされたか、いま一

度説明をお願いいたします。 

○議長（馬場 衛） 環境部長。 

○環境部長（石田裕之） お答えします。 

 やはり市民の皆様に対して、再稼働と同時にいろ

んな仕組みが変わるというのはいいかとは思うんで

すが、やはりいろんなことを鑑みてやはり年度替わ

りの４月１日ということにすることに対する対応策

といたしましては、やはり今この時点で条例改正を
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していただいて、１年以上のこの１年近い時間をか

けて様々な地域へ出向いていくなりして、その辺の

御説明と御理解をいただく時間を取らせていただい

て、まず周知を徹底していきたいということから４

月１日からの切替えということで判断したところで

ございます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 吉田建二君。 

○11番（吉田建二） まだ実施時期までには時間が

あるもんですから、その点十分検討される中で市民

の皆さんにスムーズな受入れがしていただけるよう

なことを期待をして質疑を終わります。ありがとう

ございました。 

○議長（馬場 衛） 以上で、11番 吉田建二君の

質疑を終わります。 

 通告された質疑は以上です。ほかに議案に対して

質疑のある方はございませんか。 

 三上 元君。 

  〔４番 三上 元登壇〕 

○４番（三上 元） 通告しなくて申し訳ありませ

ん。 

 菅沼 淳さんから質問をするよと聞いておりまし

て、お任せしますと言っていたんですが、聞いてい

てぜひ追加をして聞きたいと思いましたので質問い

たします。 

 一つは、まず許可制と言っていますが料金を含め

た形での許可ということであるならば、ある意味で

は市が認めた料金という形になるわけでございます

が、そういう解釈でよろしいんでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 登壇して答弁をお願いします。

環境部長。 

  〔環境部長 石田裕之登壇〕 

○環境部長（石田裕之） お答えします。 

 市が事業者に対して許可を出すということでは、

料金を含めてしっかり許可をするということでござ

います。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 三上 元君。 

○４番（三上 元） 聞くところによると、今現在、

徴収しているお客様からの料金と委託業者に払う委

託料は逆鞘になっていて、市がその差額を負担して

いるというふうに理解しています。それが今回、何

も料金について書かれない状態で移行するという形

になると、市民から見ると値上げされるのではない

かなという不安になります。どのぐらい値上げされ

るのかどうかそういうことすら分からない、こんな

不安な状態でこの条例を、料金が全く分からないと

いう形になってしまうことに対して不安ですが、値

上げ問題の見込みはいかがでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 環境部長。 

○環境部長（石田裕之） お答えいたします。 

 全国のこういった例っていうのはいろんな自治体

でございまして、委託から許可をする際にやはり市

の自治事務ということで現在市のほうで設定してお

ります18リッター260円、こういった金額がまず基

本で、値上げをいわゆる適正な料金を算出するため

に、今後の許可業者と一緒になって料金を決めてい

くというところにやはり力を入れないといけないと

いったことから、やはり全国では値上げをして市民

の混乱を招くとかそういった事例もございますので、

現在そこら辺をやはりあってはならないということ

から、定期的に毎回適正な料金というものを導くた

めに３つの事業者と一緒になって、今現在、料金の

設定について検討、協議を進めているというのが実

情でございます。 

○議長（馬場 衛） 三上 元君。 

○４番（三上 元） じゃあ、その追加の質問なん

ですが、今お客様からもらっている料金の総額と委

託している料金の総額はかなりな違いがあるという

ふうに理解しています。もし、もらっている金額と

今払っている金額の差額が大きいものであると、値

上げの不安というのはすごく大きいわけでございま

す。どの程度の差額が現在は生じておるのか、とす

ると同じ車で２つできるからコストダウンできるは

ずだと、そのコストダウンができるはずだという金

額での今委託しているよりも落ちるところと、今ま

でもらっていたのとの差額で、ひょっとするとかな

りな値上げがされるのかなという不安に対してはど

う答えますか。 

○議長（馬場 衛） 環境部長。 
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○環境部長（石田裕之） お答えします。 

 現在、決算ベースじゃないんですが予算でいきま

すとおおよそ１事業者4,000万円、２事業者に対し

て8,000万円の委託料に対して収入が2,000万円とい

うような、予算ベースではそのくらいの数字になっ

てるかと思いますが、先ほども申し上げましたが、

実際この委託料の中には車両２台分が入っていたり、

人件費が丸々働いていただく時間が入っていたりと

かするということから、今後、浄化槽汚泥の運搬業

務の車両と効率的に車両を使うことによって当然そ

の費用というのは削減されるし、人も双方の業務に

携わることができるというようなことから、現在、

担当課のほうで業者と原価計算をしながら料金を導

くというような今作業しているところですので、現

在そこら辺の細かい数値的には申し上げられません

が値上げにつながらないような働きかけを今してい

るところということで御理解いただきたいと思いま

す。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 三上 元君。 

○４番（三上 元） 関連ですが、そうすると今

2,000万円お客さんからもらっていて、業者に8,000

万円払っているというふうに聞きました。その差を

合理化によって２つの仕事を一つの車でできるから

コストダウンされるといってもにわかに２対８です

から４分の１になるということは考えられない。と

なると、どうもこの価格交渉は相当もめる可能性が

ある。例えば５割値上げになってしまうというよう

な事態になったときは、議員としては大変な反省を

しなきゃなんない可能性もこの１年間で出てくる可

能性があるわけです。その辺の不安に関しては、議

員に対してどう説明してくれますか。 

○議長（馬場 衛） 環境部長。 

○環境部長（石田裕之） お答えします。 

 先ほども申し上げましたが、現在18リットル260

円という価格が決して、自治体の中では安くもない、

平均が220円とか30円のところ若干260円というとこ

ろで設定もされておりまして、これがやはり市民の

皆さんにとっては基準の目安であるというところか

ら、やはり今そこら辺の業者との間で値上げをなる

べくしないような話で今話合いを進めておりますの

で、もう少しそこら辺の時間をいただきたいという

ところで、あとまだ令和６年４月１日に許可を出す

という時間もございますので、定期的な話合いの中

でそこら辺は鋭意努力していきたいと考えておりま

す。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 三上 元君。 

○４番（三上 元） その次に、起こることに対す

る不安について質問いたします。 

 今回許可制になることによって、金額が全く外さ

れた状態で何も書いてない、そしてどういう形の方

針の下にこの料金を決め許可にするのかという文章

すら書いてないわけです。そして我々がここで可決

をしてしまいますと、議員の目から、議員の権限か

ら全く外れてしまうという状況が生まれます。大変

議員としては不安であります。その辺について、議

員に不安を与えないというほどまで環境部長は自信

満々で、先ほどほとんど値上げしないでよさそうだ

と言ってましたけど、どうもその言葉だけを信じら

れないという不安、これについてはいかがでしょう。

そして、議員の目から全く外れてしまうことについ

て大変不安があります。いかがでしょう。 

○議長（馬場 衛） 環境部長。 

○環境部長（石田裕之） お答えします。 

 今後まだ時間もございますので、定期的な話合い

の状況というのは、例えば常任委員会のほうで勉強

会の中でお話させていただいたりとか、話合いの結

果をある程度どっかの段階で情報発信させていただ

く、それでもって許可をするというような流れに持

っていきたいと考えておりますので、その都度、勉

強会のほうで状況を報告させていただきたいと考え

ております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 三上 元君。 

○４番（三上 元） 確認でありますが、まだ１年

もあるということから、建設環境委員、新しく議員

が替わる可能性があるから名前が変わるかもしれま

せんが、一応この問題を担当する委員会に定期的に

報告することによって安心を、これからの１年間与
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えてくれると、こういうふうに考えてよろしいんで

しょうか。 

○議長（馬場 衛） 環境部長。 

○環境部長（石田裕之） 議員おっしゃるとおりで

ございます。 

○議長（馬場 衛） 三上 元君。 

○４番（三上 元） 以上で私の質問を終わります。 

○議長（馬場 衛） 以上で、４番 三上 元君の

質疑を終わります。 

 ほかに質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

 本件は会議規則第37条第３項の規定に基づいて、

委員会の付託を省略することに御異議ございません

か。 

  〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 暫時休憩といたします。 

午後１時33分 休憩 

───────────────── 

午後１時34分 再開 

○議長（馬場 衛） 休憩を解いて会議を再開いた

します。 

 ただいま、本件の会議規則第37条３項の規定に基

づいて委員会の付託を省略することに御異議ござい

ましたが、御異議ない方の賛否を取りたいと思いま

す。その方に賛同いただける方の挙手を求めます。 

付託しないことに賛成いただける方の挙手を求めま

す。よろしいでしょうか。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（馬場 衛） 挙手多数ということで、この

件につきましては付託しませんということで。 

 ということで、賛成多数ということでございます

ので異議なしと認め、本件は委員会の付託を省略い

たします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

 ４番 三上 元君。 

  〔４番 三上 元登壇〕 

○４番（三上 元） ３人の方が質問しました。私

が追加で質問をしました。しかし、何も書かれない

状態で、白紙委任という状況になってしまうことか

ら、やはりもう10日ぐらいの期間がありますので、

10日以上ありますので付託してしっかり議論をして

いただいて、その委員会からの報告を待って結論を

出すということが妥当だと思いましたので、私は付

託してほしいという希望を持ってそれに反対を、こ

こで議決することに反対したわけでございますが、

その付託が否決されたということであれば不安でし

ようがない、腹の中が収まりませんのでこの議案は

反対とさせていただきます。それが一つ。 

 もう一つの理由は、条例から全く消えてしまうと

いうことは、議会の権限から全く離れてしまうとい

う形になります。これはやはり、この問題に関して

は市の権限でいいんだと、議会の権限からは奪っち

ゃうよというような効果がありますので、大変不安

がさらに増してしまう、何も方針も何も書いてない

条例になってしまうことに対して不安であることか

ら、以上２つの理由から反対をいたします。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） ただいまの討論は反対の討論

でございました。 

 ほかに討論のある方はございませんか。 

 中村博行君。 

  〔16番 中村博行登壇〕 

○16番（中村博行） 16番 中村博行ですが、私も

今の内容、三上議員の内容に賛同いたしますので反

対いたします。 

○議長（馬場 衛） ただいまは、16番 中村博行

君の反対討論でございました。 

 ほかに討論のある方はございませんか。 

 18番 二橋益良君。 

  〔18番 二橋益良登壇〕 

○18番（二橋益良） 18番 二橋益良。 

 ただいま議案第17号 湖西市における廃棄物の減

量及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例

制定について、賛成の討論を述べさせていただきま

す。 

 ただいま、条例改正でございますのでこのくみ取

りについてはし尿処理の委託をするという条例でご

ざいます。ですから、これから委託事業者を選定し
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て、それから価格もこれから決めていくということ

でございますので、今ここでその討議はちょっと当

てはまらないかなと思います。 

 よって、議案第17号には賛成をいたします。 

○議長（馬場 衛） ただいまは、18番 二橋益良

君の賛成の討論でございました。 

 そのほかに何か、どなたか討論される方ございま

すか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で討論を終わります。 

 それでは、議案第17号について採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手

を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（馬場 衛） 挙手多数であります。したが

って、議案第17号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 日程第15 議案第18号 静岡

地方税滞納整理機構規約の変更についてを議題とい

たします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

 本件は会議規則第37条第３項の規定に基づいて、

委員会の付託を省略することに御異議ございません

か。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で討論を終わります。 

 それでは、議案第18号について採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手

を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（馬場 衛） 挙手全員であります。したが

って、議案第18号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 日程第16 議案第19号 市道

の路線の廃止についてを議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

 本件は会議規則第37条第３項の規定に基づいて、

委員会の付託を省略することに御異議ございません

か。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で討論を終わります。 

 それでは、議案第19号について採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手

を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（馬場 衛） 挙手全員であります。したが

って、議案第19号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 日程第17 議案第20号 市道

の路線の変更についてを議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

 本件は会議規則第37条第３項の規定に基づいて、

委員会の付託を省略することに御異議ございません

か。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で討論を終わります。 
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 それでは、議案第20号について採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手

を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（馬場 衛） 挙手全員であります。したが

って、議案第20号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 日程第18 議案第21号 令和

４年度湖西市一般会計補正予算（第10号）を議題と

いたします。 

 質疑を行います。質疑通告書が提出されておりま

すので、２番 加藤治司君の発言を許します。 

  〔２番 加藤治司登壇〕 

○議長（馬場 衛） ２番 加藤治司君。 

○２番（加藤治司） それでは、３款２項３目の保

育所費ですけど、登園管理システム及び送迎バスの

安全装置等を導入する民間園を支援する補助金の積

算根拠を伺います。 

○議長（馬場 衛） 登壇して答弁をお願いします。

教育次長。 

  〔教育次長 寺本賢介登壇〕 

○教育次長（寺本賢介） お答えします。 

 今回補正する補助金につきましては、厚生労働省

の第２次補正予算に基づくもので、２つの事業に対

しての補助となっております。 

 １点目が登園管理システム導入に関する支援を行

うもので、業務のＩＣＴ化を通しまして保育の質の

向上を図り、また児童の適切な登園状況を把握する

ために必要なシステムの導入に係る経費として１園

当たり最大100万円を補助するものでございます。

民間園の実態調査に基づき６園分、合計で456万円

を計上しております。 

 補助率につきましては国が５分の３、市が５分の

１、事業者の負担が５分の１となっております。 

 ２点目が送迎バス安全装置等の導入に関する支援

を行うものであります。これは送迎用バスへの安全

装置の設置が義務化され、令和５年度末までに安全

装置を設置することとされております。市内では、

民間の認定こども園１園が３台の送迎バスを運用し

ているため、１台当たりの補助上限額18万円の３台

分、計54万円の補助金を計上しております。こちら

の補助率につきましては国10分の10となっておりま

す。 

 ただ、今回のこの事業につきましては国の事業の

実施要綱がまだ案の段階でございまして、最終的に

確定しておりません。したがいまして、今後、補助

率等が変更になるおそれがあることを申し添えさせ

ていただきます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛）加藤治司君。 

○２番（加藤治司） ただいまの説明で、国の実施

要綱がまだ案というふうに説明を受けましたけど、

これはいつから実施、具体的な実施をする予定です

か。 

○議長（馬場 衛） 教育次長。 

○教育次長（寺本賢介） これは実際にはもう、令

和４年度の国の補正予算で決定してる予算なんです

が、国のほうもちょっとこの実施要綱自体がまだ固

まってきてないというのが現状でして、実際にはも

う令和４年度から行える事業となっております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 加藤治司君。 

○２番（加藤治司） 昨日とか今日も新聞載ってま

したけど、例えば安全装置なんかも次から次へと新

しいヒューマンエラーを除くっていうか、に対する

システムができてきてます。そういう中でもう実施

段階に入ってると思うんですけども、ＩＣＴ化と安

全装置それぞれもう業者は決定されてるんですか。 

○議長（馬場 衛） 教育次長。 

○教育次長（寺本賢介） 安全装置のほう、現在国

のほうでは２つの種類が示され、安全装置として示

されております。１つ目が降車時確認式と申しまし

て、エンジン停止後に車内点検を促す警報がまず流

れます。さらに、車両後部の高いところにボタンを

設置してあって、それを押してから車から出ると、

それをしないと外へ向かって警報が発せられるとい

うのが降車時確認式というものです。 

 もう一点示されているのが自動検知式と申しまし

て、こちらにつきましてはエンジン停止から一定時

間後、センサーによる車内の検知を開始してセンサ
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ーが検知した場合には車外へ警報を鳴らすというも

のでございまして、実際どの装置を選択するのかと

いうのは各事業者に任されておりますので、今後、

現段階で今市内の民間園がどういう装置をするのか

っていうのはまだ決まっておりませんが、今後、選

択するようになっていくと思います。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 加藤治司君。 

○２番（加藤治司） 概略分かりましたけど、実施

も早いほうがいいと思いますんで、今、園のほうに

任せるという言葉がありましたけど、やっぱり一緒

になって最適なシステムとか装置を導入するように

お願いしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） では次。 

○２番（加藤治司） ８款７項１目浜名港改修工事

の事業内容と、建設負担金増額の算出根拠を伺いま

す。 

○議長（馬場 衛） 都市整備部長。 

○都市整備部長（小倉英昭） お答えをいたします。 

 浜名港修築事業は、港湾施設の老朽化対策などを

主な目的としまして静岡県が実施する事業でござい

ます。令和４年度は海釣り公園の護岸の改修工事や

向島物揚場と背割導流堤の補修設計、中導流堤と新

弁天の護岸の補修工事など７事業を実施していただ

いております。 

 今回増額となった要因としましては、海釣り公園

の護岸補修工事をしておりまして、当初の設計計画

よりも想定以上に老朽化が進んでおりまして、工事

延長が40メーターほど追加になったことによるもの

です。それに伴いまして2,100万円の事業費が増額

をいたしました。 

 建設負担金においては、交付金を活用した事業で

あることから、事業費の３分の１を負担するものと

されていますので、2,100万円の３分の１である700

万円の建設負担金が増額となるというものになりま

す。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 加藤治司君。 

○２番（加藤治司） 今概要は分かりましたけど、

１つ確認しますけど、今回700万円増額になってま

すけどもともとの予算の額を教えてください。 

○議長（馬場 衛） 都市整備部長。 

○都市整備部長（小倉英昭） もともとの海釣り公

園の工事の予算としましては、60メーター分を施工

する金額、それで2,700万円の当初の予定でござい

ました。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 加藤治司君。 

○２番（加藤治司） では浜名港の改修ですけども、

毎年あって県へのいろんな支援依頼にも入ってると

思うんですけども、これ例えば今の段階で来年の事

業計画、県の事業計画っていうのはもう分かるんで

すか。 

○議長（馬場 衛） 都市整備部長。 

○都市整備部長（小倉英昭） 恐らく現在設計、今

年度設計をしております向島の物揚場とか背割導流

提、こちらのほうを設計、今年進めておりますので

来年以降、工事に入っていっていただけるものと考

えております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 加藤治司君。 

○２番（加藤治司） そうするともう来週ぐらいか

ら予算の審議があるんですけども、この来年度の市

の負担金というのも概略、予算計上してるんですか。

○議長（馬場 衛） 都市整備部長。 

○都市整備部長（小倉英昭） 当初予算のほうです

けども県から来年の工事、こんなところでこんな工

事をやりたいよというところで、負担金のほうは準

備をさせてもらっております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 加藤治司君。 

○２番（加藤治司） その概略、負担金を幾らぐら

いか教えていただけます。いいです。本年度予算で

確認しますから。 

 違うところからの情報によりますと、浜名湖の護

岸の補修というのが来年度ぐらいから計画されてる

というのを聞いたことあるんですけど、そういうの

は浜名港の工事とは関係あるのかないのか、教えて

ください。 
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○議長（馬場 衛） 都市整備部長。 

○都市整備部長（小倉英昭） 今回、県に負担金を

お支払いしていくような事業というのは浜名港、浜

名港ですので浜名湖の割合、今切口の近いところの

事業になります。 

 現在、県のほうで計画をこれから進めていってい

ただこうというのは浜名湖の全体の護岸の関係の改

修というふうな理解をしております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 加藤治司君。 

○２番（加藤治司） 概略了解しました。この質問

は以上です。 

○議長（馬場 衛） それじゃあ３番目の。 

○２番（加藤治司） 次に、10款２項３目の小学校

用トイレ等の配慮、子供さん、低学年とか身長が低

いですからそういうトイレ改修工事内容で低学年や

高学年との差とか、そういうどういう配慮をしてる

のかというのをお聞きしたいと思います。お願いし

ます。 

○議長（馬場 衛） 教育次長。 

○教育次長（寺本賢介） お答えいたします。 

 まず、トイレの仕様につきましては低学年と高学

年で同じ仕様となっております。これは使用する教

室が低学年、高学年変更になる可能性がありますの

で、全て同じ仕様で統一しております。 

 配慮内容につきましては、まず手洗いの場なんで

すが感染症対策として自動水栓を設置しておりまし

て、ただ先ほど加藤議員もおっしゃられましたけど

低学年の方はまだ小さいですので便器におきまして

は、小学校低学年の児童から使いやすいタイプを選

定しております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 加藤治司君。 

○２番（加藤治司） いろいろインターネット等で

情報を集めますと、学校のトイレ研究会とかそうい

うのもあって、やっぱり学校の施設の中でトイレに

関する要望が上位に来てるっていうこともあって、

なるべく子供たちも使いやすくて安心なトイレがあ

れば、積極っていうか早めにトイレへ行くっていう

ふうにもいろいろ情報として入っております。 

 そういう中で、今回、新居小学校をやっていただ

きましたけど、あと残ってるとこはどこがあるんで

すか、それだけを最後に教えてください。 

○議長（馬場 衛） 教育次長。 

○教育次長（寺本賢介） トイレにつきましては障

害者用トイレですね、これは新居小がもう最後にな

っておりまして、新居小完了すればこれで全ての学

校で設置済みとなります。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 加藤治司君。 

○２番（加藤治司） 障害者用って言いましたけど、

普通の健常者用はもう終わってるってことですね。 

○議長（馬場 衛） 教育次長。 

○教育次長（寺本賢介） 健常者用の例えば洋式化

率みたいなものもあるんですが、これは令和５年度

新居小北校舎やって令和６年度に新居小の南校舎を

やる予定となっておりまして、それが終わると全体

の56.2％ということになりまして、これは今総合計

画の目標で掲げてます55％を超えてくるという形に

なります。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 加藤治司君。 

○２番（加藤治司） これで終わりますけども、な

るべくもう少し効率に率を高めるようにお願いした

いと思います。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 以上で、２番 加藤治司君の

質疑を終わります。 

 続いて、17番 神谷里枝さんの発言を許します。 

  〔17番 神谷里枝登壇〕 

○議長（馬場 衛） 17番 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 17番 神谷里枝。同じく議案

第21号、補正予算について質疑を行います。 

 まず最初に、２款１項７目です。土地購入費につ

いて、場所、面積、使途についてお伺いします。 

○議長（馬場 衛） 登壇して答弁をお願いします。

企画部長。 

  〔企画部長 小林勝美登壇〕 

○企画部長（小林勝美） お答えします。 

 この土地につきましては、大森工業団地の事業予
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定地の代替用地として、平成５年度に市から委託を

受けまして、土地開発公社が先行取得をした土地で

ございまして、大森工業団地計画の見直しにより、

長期にわたり活用されることなく現在に至っており

ます。 

 公社が市から委託を受け、長期保有している土地

につきましては、公有地の拡大の推進に関する法律

に基づく県による公社への立入検査におきまして、

土地の処分、買戻しということですがこちらを計画

的に行うように指導を受けているところでございま

す。 

 そのため、財政当局とも相談をいたしまして、予

算の確保が可能な金額の範囲内で市が買戻しをする

こととしたものでございます。 

 場所につきましては、知波田地区太田の満咲牧場

株式会社付近でございまして、３筆、面積は

6,848.20平方メートルであります。 

 なお、買戻し後の土地利用は未定でございます。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 開発公社に関しましては、全

国的にだんだん解散の方向にあるということは承知

しております。 

 では、今回買戻しを行うことによって、これ以降

の買戻しとかはあるんでしょうか、いかがですか。 

○議長（馬場 衛） 企画部長。 

○企画部長（小林勝美） 公社が保有します代替用

地でございますが、今回処分、買戻しをすることで

ゼロというふうになります。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 承知しました。 

○議長（馬場 衛） よろしいですか。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。 

○議長（馬場 衛） 神谷さん、質問の途中ですけ

ど１時間を超えましたので、ここで暫時休憩とさせ

ていただきます。再開を14時20分とさせていただき

ます。 

午後２時03分 休憩 

───────────────── 

午後２時25分 再開 

○議長（馬場 衛） それでは、休憩を解いて会議

を再開いたします。 

 引き続き、17番 神谷里枝さんの質疑を行います。 

 議案第21号 歳出２款１項８目からとなります。

神谷里枝さんどうぞ。 

○17番（神谷里枝） ２款１項８目交通安全対策費

についてのまず１点目であります。地方公共交通確

保維持改善補助金が当初より減額見込みとなるその

理由をお伺いします。 

○議長（馬場 衛） 都市整備部長。 

○都市整備部長（小倉英昭） お答えいたします。 

 地方公共交通確保維持改善事業費補助金は、コー

ちゃんバスの運行事業者に対し交付されるものでご

ざいます。 

 市は運行経費から運行収入と補助金を差し引いた

額を負担金として支出しております。 

 補助金額は国の当初予算や補正予算に基づき決定

されてきますが、本年度は例年よりも低い額が示さ

れたことから、今回、負担金を増額補正させていた

だくものでございます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 例年より低い額が国から示さ

れたので、市の持ち出し分の負担金を増やすとそう

いうことですね。じゃあ、国においてどうして負担

金が例年より低くなったんでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 都市整備部長。 

○都市整備部長（小倉英昭） 詳しいところは何と

も分かりませんが、想定する、想像する限りでいき

ますと、もともと国の予算があまりついていなかっ

たのかなというところと、これ補助金事業になりま

すので金額が、予算が一定であってもたくさんの市

町が手を挙げればその分減ってきちゃうのかなとい

うところで、いわゆる内示率が低かったと思ってお

ります。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 承知しました。ありがとうご

ざいます。 
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 同じところの２番目に移ります。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○17番（神谷里枝） 新型コロナの影響により、旅

客収入減ということですけども、予算比較でどのく

らい減少か、また収入増に向けどのような対策をさ

れたのかお伺いします。 

○議長（馬場 衛） 都市整備部長。 

○都市整備部長（小倉英昭） お答えいたします。 

 天浜線の本年度の収支見込みは現時点で6,400万

円の赤字となりまして、5,100万円の資本決算の見

込みとなっております。 

 県及び沿線自治体で組織します天竜浜名湖線市町

会議が追加支援します支援額5,100万円のうち、湖

西市の負担割合が6.5％とされておりまして、331万

5,000円、こちらのほうを補助するものでございま

す。 

 そして天浜線の収入増に向けた対策、取組でござ

いますけども、アニメなどを活用した誘客やグッズ

販売などを継続・拡大などを図っておると聞いてお

ります。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 天浜線への湖西市の持ち出し

が6.5％ということは、市の持ち株に相当している

額という解釈でよろしいですか。 

○議長（馬場 衛） 都市整備部長。 

○都市整備部長（小倉英昭） お答えいたします。 

 まず、負担割合としましては静岡県が半分、残り

の半分を沿線市町で負担することとなっておりまし

て、市町の負担割合としましては路線の延長であっ

たり駅の数やあと出資額、出資比率ですね、それと

あと利用者数などに応じてパーセントが決まってく

るものでございます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 分かりました。持ち株相当と

いうことではないっていう解釈でいます。 

 もう一つ、あとアニメなどのラッピング云々とい

う御答弁でございましたけども、昨年でしたか、や

はり楠議員も新所原駅でマルシェみたいなのをやっ

てくれればもっと盛り上がるというような質問をさ

れたかと思うんですけども、やはり新所原駅にそう

いうラッピングされた電車と例えばマルシェを抱き

合わせて、皆さんにもっと天浜線に関心を持っても

らうというようなことも、行政としたら少し提案し

ていただければと思いますがいかがでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 都市整備部長。 

○都市整備部長（小倉英昭） お答えいたします。 

 天浜線、新所原の駅、こちらのほうの南口を活用

して、議員おっしゃるそのラッピングですとかそう

いった列車がホームに止まっていながらのイベント、

非常に面白いなと思いますので恐らく当番制、順番

で湖西市が主催するときが近々来るのかと思います

けども、そんなときの参考にさせてもらいたいと思

います。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。期待

しております。 

 では、次の質問に移ります。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○17番（神谷里枝） 先ほど同僚議員も質問しまし

たけれども、保育所の関係で登園管理システムが上

限100万の６園分ということは承知しました。この

登園管理システムっていうのは、登園しましたよっ

ていうそれを確認するほうの分まで含まれていると

いう解釈でよろしいでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 教育次長。 

○教育次長（寺本賢介） 登園管理システムにつき

ましてはいろんな方式があると思うんですが、例え

ばＩＣチップで通ったときに登園したのが分かって、

帰るときはそれがまた通って分かるっていうような

ものもあるでしょうし、スマホなりなんなりタッチ

して登園を記録するものもあるでしょうし、民間園

がどういうようなシステムを入れるかっていうのは

民間園に任されてますので、これを入れなさいとい

うものはありませんので、いずれかで登園・降園が

分かるようなシステムを入れるということでござい

ます。 

 以上です。 
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○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 事故が起きたところもそれぞ

れにはあってもそれが園として共有されていなかっ

たので、バスに取り残されていても分からなかった

っていうことにつながりますので、そこら辺が個々

の対応ではなくって、園全体としての登園管理シス

テムっていうのを構築していただきたいと思います。 

 では、次の質問に移ります。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん、続けてくださ

い。 

○17番（神谷里枝） 10款２項１目と10款３項１目

これ学校管理費、同じ内容ですのでできれば一括で

御答弁いただければと思いますがよろしいでしょう

か。 

○議長（馬場 衛） じゃあ、神谷里枝議員どうぞ。 

○17番（神谷里枝） では、10款２項１目学校管理

費について、小中学校のことをお伺いします。 

 教育委員会、これ事務局分として小学校のほうが

334万5,000円、そして中学のほうが事務局分202万

3,000円計上されておりますけども、この内訳をお

伺いします。 

○議長（馬場 衛） 教育次長。 

○教育次長（寺本賢介） お答えいたします。 

 10款２項１目が小学校分、10款３項１目が中学校

分となっておりますが、同じ補助事業ですので併せ

てお答えいたします。 

 この補助事業につきましては、国の令和４年度第

２次補正予算、感染症流行下における学校教育活動

体制整備事業というものでございまして、感染症流

行下におきまして感染症の影響を最小限に抑え、学

校教育活動の継続を支援するためのものとなってお

ります。 

 この事業のうち、各学校の学校管理運営費で支出

する換気対策整備支援分、これと神谷議員御質問の

教育総務課の施設管理運営費で支出する感染者等発

生対応支援分の２つのメニューがございます。 

 この教育委員会事務局分というものにつきまして

は、各学校で支出する換気対策整備支援分と同じ額

だけ配分されることとなっておりまして、こちらに

つきましては学校におきまして集団感染のリスクを

避けるため、追加的に必要となった場合に消毒液や

拭き取り用のクロスなどの保健衛生用品の消耗品を

購入するための経費となっております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 最初にこれ見たとき、何かち

ょっと間違えかなっていうふうに思ったんですけど

も御説明を聞いて分かりました。 

 そうしますとこの事務局分、小中学校それぞれの

分はある程度、繰り越すっていうのか保留しておく

っていうかそういう取扱いと解釈していてよろしい

ですか。 

○議長（馬場 衛） 教育次長。 

○教育次長（寺本賢介） 事務局分につきましては

教育委員会のほうにプールしておきまして、各学校

におきまして感染症が発生した際に、今までも消毒

液とかかなり学校のほうに備蓄していただいてるん

ですが、その備蓄品がなくなった際にこのお金を使

って購入するという形になります。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） そうしますと、これももし使

わなかったら、いずれ国に返還していくという取扱

い。 

○議長（馬場 衛） 教育次長。 

○教育次長（寺本賢介） そのとおりでございます。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 了解しました。 

 では、最後の質問に入ります。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○17番（神谷里枝） 10款７項１目保健体育総務費

です。光熱水費抑制について、毎回このコロナによ

って大きな金額が出てきますので、抑制についてど

のような検討をされたのかお伺いします。 

○議長（馬場 衛） 教育次長。 

○教育次長（寺本賢介） お答えいたします。 

 電気とか重油の使用した量に関しましては、その

年の天候などに影響を受けることもありまして、毎

月開催しております指定管理者との打合せ会の際に

当月の使用量の報告があり、市としても確認はして
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いるところでございます。 

 抑制対策といたしましては、電気については不要

な照明の消灯ですとか、電球の球切れの際、電球の

在庫がなくなれば随時ＬＥＤに替えていくなどの対

応をしております。 

 また、重油につきましては購入に当たって複数業

者から見積もりを徴収しておりまして、安価な業者

から購入するなど、常々、光熱水費の節減を指定管

理者に呼びかけております。 

 電気の使用した量を例にいたしますと、コロナ禍

前の平成31年４月から12月までの使用料、令和４年

４月から12月までの使用した量を比較しますと、１

万6,927キロワットアワーの削減となっておりまし

て、少しずつではありますが節減の効果は出ている

ものと考えております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 分かりました。電気量も削減

には努めていてくださってるけども、とにかく高騰

でやむを得ないということですね。これってこうい

ったものを使用料に転嫁するっていうことは難しい

んですか。 

○議長（馬場 衛） 教育次長。 

○教育次長（寺本賢介） 今の段階では利用された

方の利用料に転嫁するということは考えておりませ

ん。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 分かりました。 

 以上で終わります。ありがとうございました。 

○議長（馬場 衛） 以上で、17番 神谷里枝さん

の質疑を終わります。 

 続いて、11番 吉田建二君の発言を許します。 

  〔11番 吉田建二登壇〕 

○議長（馬場 衛） 11番 吉田建二君。 

○11番（吉田建二） 11番 吉田建二です。歳入の

地方交付税、普通交付税が追加交付となりましたが、

その算定項目とその内容について説明をお願いをい

たします。 

○議長（馬場 衛） 登壇して答弁をお願いします。

総務部長。 

  〔総務部長 田内紀善登壇〕 

○総務部長（田内紀善） お答えします。 

 国の補正予算におきまして、地方交付税予算がま

ず増額されまして、普通交付税の再算定が行われま

した。再算定では、令和３年度と同様に臨時経済対

策費という基準財政需要額の臨時費目として算定項

目に追加された次第でございます。 

 この結果、再算定後の基準財政需要額が増額され

まして、8,304万5,000円が追加交付されることとな

ったものでございます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 吉田建二君。 

○11番（吉田建二） 再算定の結果、臨時財政対策

費として算入されたということですけども、この算

入項目については当分続くと見ていいのか、あるい

は全くの臨時的なもので今後は予測がつかないもの

か、そこら辺の見通しについてはいかがでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（田内紀善） お答えします。 

 財政的には臨時的なものと判断しております。で

すので、今後どうなるかっていう予想のほうはちょ

っとつかないという状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 吉田建二君。 

○11番（吉田建二） 景気が回復して国税、三税と

いうか交付税対象税が増額になれば、それが再配分

されるというように推測できるわけですけども、ま

た状況等をよく見て対応していただければと思いま

す。 

 次に歳出の総務費です。積立金、いわゆる財政管

理費の中で公共施設の整備基金への積立金が入札差

金等を積み立てますというように説明を受けたわけ

ですけども、入札差金が非常に大きいなと思うわけ

ですけども、入札差金のほかに何があるのか、その

積立金の内訳についてお伺いをいたします。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（田内紀善） お答えします。 

 公共施設整備基金運用規程におきまして、入札差

金を毎年積み立てるほか、公共施設の老朽化に伴い



８２ 

ます計画的な改修等に対応するため、予算執行の状

況を判断した上で、できる限り積み立てるよう努め

ることとしております。 

 補正額の内訳につきましては、入札差金が4,903

万円のほか競艇事業収入の増額分５億4,000万円と

法人市民税、普通交付税の増額分から今回の補正に

おけます必要財源を差し引いた剰余金３億6,489万

7,000円を公共施設整備基金へ積み立てるものでご

ざいます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 吉田建二君。 

○11番（吉田建二） 今法人市民税等の増収ってい

うですか、そういう部分でということですけども了

解いたします。 

 次には歳出の土木費ですけども、土地区画整理事

業費の補助金、浜名湖西岸土地区画整理組合の補助

金が今回減額となっております。減額となるのはど

ういう事業が対象になって減額になるのか、またそ

の減額補助金に対しての財源は全部市費なのか、あ

るいはほかに補助金等が含まれてるのか、財源内訳

についての説明をお願いをいたします。 

○議長（馬場 衛） 都市整備部長。 

○都市整備部長（小倉英昭） お答えいたします。 

 土地区画整理事業補助金は、区画整理組合の事業

進捗に応じて支出するものになります。市は、組合

が実施する造成計画に基づき不足額が生じないよう

当初予算に計上しておりましたが、組合では街区の

割つけの見直しを検討するため、一部造成工事を延

期しました。そのため組合側は、造成工事に伴う補

助金申請の一部を取りやめたために、市が支出する

補助金が減額となって今回補正させていただくとい

うものになります。 

 なお、財源の内訳としましては一般財源でござい

ます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 吉田建二君。 

○11番（吉田建二） そうしますと、今回は事業の

内容が変更になったわけではなくして、事業の進捗

状況が少し遅れてるからその分だけ予算計上してあ

ったものを差し引いて、翌年度以降に交付するとい

うことで時期をずらしたと解釈してよろしいですか、

その点もちょっと確認させてください。 

 それと、財源内訳については全て一般財源という

ことですけども、組合施工の区画整理事業について

は、国とか県とかある程度財源措置があると思いま

すけども、今回の減額する分については全て単独分

っていうか市費の対象の経費だったのか、そこら辺

についての説明をお願いをいたします。 

○議長（馬場 衛） 都市整備部長。 

○都市整備部長（小倉英昭） 今回の減額の理由な

んですけども、区画の割つけの見直しを、換地の区

画を若干変えたいということで、見直すために造成

を取りやめたというものでして、現場の進捗が遅れ

たという、そういった遅れてるからといったそうい

った理由ではないというふうに聞いております。 

 財源については、先ほども言ったように一般財源

でオール市費、市が組合に払う補助金はオール単費

でございます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 吉田建二君。 

○11番（吉田建二） そうしますと、事業内容の組

替えだということになると、先ほど私が一番最初尋

ねたときにどういう具合に事業の変更があったんで

すかっていうことで、額の変更はともかくとして、

いわゆる区画の割つけの見直しをしたと、そちらの

ほうの事業費が増えて、じゃあ減らした事業はその

点どんな具合になるですか、そこら辺ちょっといま

一度説明をお願いしたいと思います。 

○議長（馬場 衛） 都市整備部長。 

○都市整備部長（小倉英昭） お答えいたします。 

 区画の見直しを今行っていますので、そこに係る

造成工事を延期をしていると、事業計画の変更が当

然伴ってきますので、そちらのほうの準備も進めて

いるところです。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 吉田建二君。 

○11番（吉田建二） 大方了解をいたします。また

詳しいところはお伺いするかも分かりません。 

 以上で質疑を終わります。ありがとうございまし

た。 
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○議長（馬場 衛） 以上で、11番 吉田建二君の

質疑を終わります。 

 続いて、９番 楠 浩幸君の発言を許します。 

  〔９番 楠 浩幸登壇〕 

○議長（馬場 衛） ９番 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） ９番 楠 浩幸です。私も議

案番号21ですね、一般会計補正予算の第10号につい

て、３点ほど通告をしてございますので伺っていき

たいと思います。 

 まず１点目ですけれども、歳出の２款１項７目の

財産管理費で２点ほど通告をしております。まず１

点目なんですけれども、旧新居町にございました旧

法務局の跡地の活用について、どのように活用され

るのかをまず伺いたいと思います。お願いします。 

○議長（馬場 衛） 登壇して答弁をお願いします。

企画部長。 

  〔企画部長 小林勝美登壇〕 

○企画部長（小林勝美） お答えいたします。 

解体後の土地利用につきましては、新居幼稚園の職

員用駐車場として舗装整備をいたしまして、行政財

産として施設所管課のほうへ所管替えを完了してお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） ９番 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 分かりました。２ポツ目につ

きましては、先輩議員の質疑を聞いたもんですから

取下げます。 

○議長（馬場 衛） それでは、次へ行ってくださ

い。 

○９番（楠 浩幸） ２つ目の質問に移りたいと思

います。歳出の３款２項３目ですね、保育所費なん

ですけれども、先ほども同僚議員の質疑を聞いてお

おむね理解をしたんですけれども、とりわけ登園管

理システムにつきまして、これは市内全ての保育所、

こども園にシステムは導入をされるのか、まず見込

みで結構ですので伺いたいと思います。 

○議長（馬場 衛） 教育次長。 

○教育次長（寺本賢介） お答えいたします。 

 今回この補助金、先ほど民間園６園に対して補助

をすると言っておりましたが。民間園９園ございま

す。この補助の対象になってない３園につきまして

は既に整備済みということでございますので、今の

予定では全園配置できるということで考えておりま

す。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） ９番 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 公立はどうでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 教育次長。 

○教育次長（寺本賢介） 実は、公立のほうは今の

ところ登園管理システム入れる予定はありません。

というのは、民間園につきましては、出入口が１つ

しかないため、全ての園児、親御さんたちが１つの

入り口を通って入ってくるという形になりますので、

この管理システムが非常に導入しやすい状況になっ

ているわけなんですが、公立園につきましては入り

口が複数あったり、各教室から子供たちが教室へ入

っていくもので、管理システムを導入するにしても

そのシステム自体をどこに設置するのかというのが

非常に問題となっております。ですので、公立園に

つきましても導入はしたいんですが、今の段階で導

入はまだ決定しておりませんで、今後、効率のいい

何かやり方を協議して考えていきたいなと考えてお

ります。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） ９番 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 近年いろいろな事故があった

りするわけなんですけれども、そのシステムを導入

する、検討するまでの間の管理としてはどのような

管理をされるんでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 教育次長。 

○教育次長（寺本賢介） お答えいたします。 

 原始的な話にはなっちゃうんですが、目視で管理

をするという形になると思います。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） ９番 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 民間ではシステムを導入をし

て、確実に子供さんが登園しているよとか降園した

よっていう管理ができるんですけど、アナログで公

立の場合はアナログでやっていくってことなんです

けども、早急に代替えの管理を、必ずしもデジタル
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でやるのが望ましいとかっていうことは思いません

し、確実に子供の安全が担保ができる方法を、施策

をしっかりと考えていただきたいなというふうに思

います。で、よろしいでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 教育次長。 

○教育次長（寺本賢介） お答えいたします。 

 そうなるよう努力させていただきます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） ９番 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 質疑を、じゃあここは終わり

ます。 

 最後の、３点目の質疑です。歳出の６款１項４目

畜産業費なんですけれども、畜産業者の施設整備補

助事業、これ県の補助金の10分の10なんですけれど

も金額が8,000万円と大きいもんですから内容を伺

いたいと思います。お願いします。 

○議長（馬場 衛） 産業部長。 

○産業部長（太田英明） お答えします。 

 本事業は、事業実施主体であります有限会社中嶋

畜産が国の令和４年度第２次補正にて予算化をされ

た畜産酪農収益力強化整備等特別対策事業を活用し、

分娩舎１棟176平方メートル、離乳舎１棟363平方メ

ートル、肥育舎１棟391平方メートルを新設をし、

規模拡大を図るものでございます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） ９番 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 施設を拡充をされるというこ

となんですけども、事業規模はどれくらいに大きく

なるんでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 産業部長。 

○産業部長（太田英明） お答えします。 

 令和３年度になりますけども、年間出荷頭数が

4,915頭でありました。これからまた５年かけて、

令和９年度には5,937頭になるように増頭するよう、

その予定で今計画を立てておるところです。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） ９番 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） かなり大きく事業が拡大され

るっていうことに期待をして、質疑を終わります。 

○議長（馬場 衛） 楠議員、産業部長が訂正があ

りますので、席へ一度戻ってもらえますか。 

  〔産業部長 太田英明登壇〕 

○産業部長（太田英明） 経営の規模のところです

けども、年間出荷頭数、令和３年度に4,915頭、そ

れを令和９年に先ほど5,937頭というふうに申し上

げましたが、5,637頭へ増頭する予定でございます。

大変申し訳ありませんでした。 

○議長（馬場 衛） 楠議員、よろしいでしょうか。 

○９番（楠 浩幸） 了解しました。 

 以上で、９番 楠 浩幸君の質疑を終わります。 

 続いて、10番 佐原佳美さんの発言を許します。 

  〔10 佐原佳美登壇〕 

○議長（馬場 衛） 10番 佐原佳美さん。 

○10番（佐原佳美） 同じく議案第21号 令和４年

度一般会計補正予算（第10号）です。 

 歳出の３款２項３目保育所費で、私で４番目なも

んですから取下げになるかなと思ったんですけど、

ちょっと今までお聞きした中で私が積算すると

5,100万円にならないので、ちょっと内訳をもう一

度、登園システム及び送迎バス安全装置などを導入

する民間園を支援するための補助金5,100万円は市

内の民間園、何園中何園に幾ら補助するのかという

ところをお願いいたします。９園中６園で、１つの

園に100万円でというと600万円だと思って、あと車

のほうが１台８万円で３台分でっていうと24万円と

600万円だと5,100万円にどうなるのかがちょっとよ

く分からないので教えていただきたいです。 

 失礼いたしました、末尾が1,000円単位でしたの

でじゃあこれは取下げをいたします。失礼いたしま

した。 

 では、歳出の４款２項１目塵芥処理費のところで、

入札差金と出来高精算による不用額が１億7,139万

7,000円と高額な理由とその内訳をお願いいたしま

す。 

○議長（馬場 衛） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。環境部長。 

  〔環境部長 石田裕之登壇〕 

○環境部長（石田裕之） お答えします。 

 初めに、内訳について御説明申し上げます。余熱

利用設備改良工事と笠子処分場水質分析業務、こち
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らの入札差金が合わせて299万円、環境センターの

基幹的設備改良工事、こちらにおけます出来高精算

による不用額が１億7,378万4,000円、合計で１億

7,677万4,000円を減額し、ストックヤード建設工事

における建設資材価格の高騰に伴い、工事請負費を

537万7,000円を増額いたします。 

 よって、差引き１億7,139万7,000円、こちらが不

用額となります。 

 こちらの理由といたしましては、不用額の大部分

を占めます環境センター基幹的改良工事、こちらに

おきまして昨今の電子部品調達が遅れたということ

によりまして、令和４年度中に予定していた電気計

装品などの納品が令和５年度にずれ込むため、出来

高不足分、こちらを減額するものであります。 

 なお、遅延しております電気計装品等の納品につ

きましては既に納品のめどがついているということ

から、令和６年２月１日からの再稼働に遅れはござ

いません。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 佐原佳美さん。 

○10番（佐原佳美） よく分かりました。ありがと

うございました。 

 次の歳出の８款４項５目の土地区画整理事業推進

費は前の同僚議員の質問で分かりましたので取下げ

をいたします。ありがとうございました。 

○議長（馬場 衛） 以上で、10番 佐原佳美さん

の質疑を終わります。 

 通告された質疑は以上です。ほかに議案に対して

質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

 本件は、会議規則第37条第３項の規定に基づいて、

委員会の付託を省略することに御異議ございません

か。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で討論を終わります。 

 それでは、議案第21号について採決いたします。

本案を、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙

手を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（馬場 衛） 挙手全員であります。したが

って、議案第21号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 日程第19 議案第22号 令和

４年度湖西市国民健康保険事業特別会計補正予算

（第３号）を議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

 本件は、会議規則第37条第３項の規定に基づいて、

委員会の付託を省略することに御異議ございません

か。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で討論を終わります。 

 それでは、議案第22号について採決いたします。

本案を、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙

手を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（馬場 衛） 挙手全員であります。したが

って、議案第22号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 日程第20 議案第23号 令和

４年度湖西市介護保険事業特別会計補正予算（第２

号）を議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 



８６ 

 本件は、会議規則第37条第３項の規定に基づいて、

委員会の付託を省略することに御異議ございません

か。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で討論を終わります。 

 それでは、議案第23号について採決いたします。

本案を、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙

手を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（馬場 衛） 挙手全員であります。したが

って、議案第23号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 日程第21 議案第24号 令和

４年度湖西市後期高齢者医療事業特別会計補正予算

（第２号）を議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

 本件は、会議規則第37条第３項の規定に基づいて、

委員会の付託を省略することに御異議ございません

か。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で討論を終わります。 

 それでは、議案第24号について採決いたします。

本案を、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙

手を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（馬場 衛） 挙手全員であります。したが

って、議案第24号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 日程第22 議案第26号 令和

５年度湖西市国民健康保険事業特別会計予算を議題

といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で質疑を終わります。 

 本件は、総務経済委員会に付託いたします。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 日程第23 議案第27号 令和

５年度湖西市介護保険事業特別会計予算を議題とい

たします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で質疑を終わります。 

 本件は、福祉教育委員会に付託いたします。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 日程第24 議案第28号 令和

５年度湖西市後期高齢者医療事業特別会計予算を議

題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で質疑を終わります。 

 本件は、総務経済委員会に付託いたします。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 日程第25 議案第29号 令和

５年度湖西市公共下水道事業会計予算を議題といた

します。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で質疑を終わります。 

 本件は、建設環境委員会に付託いたします。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 日程第26 議案第30号 令和

５年度湖西市水道事業会計予算を議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。質疑のある方はございませんか。 
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  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で質疑を終わります。 

 本件は、建設環境委員会に付託いたします。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 日程第27 議案第31号 令和

５年度湖西市病院事業会計予算を議題といたします。 

 質疑を行います。質疑通告書が提出されておりま

すので、16番 中村博行君の発言を許します。 

  〔16番 中村博行登壇〕 

○議長（馬場 衛） 16番 中村博行君。 

○16番（中村博行） 私は、議案第31号について質

疑を行います。 

 私これなぜやる気になったかというと、議員全員

協議会でもっていつも聞いてるのは、計画に対して

達しない達しないという話を聞いてるもんですから、

こういう予算と決算の表をつくって皆さんに分かり

やすくなるようにと思ってつくってまいりました。 

 それでこの予算の内容、決算の内容はそれぞれ決

算書、予算書を基にしてつくっております。 

 それで、予算書のほうについては令和５年度のど

っからどういうふうに引いてきたかと、数字を持っ

てきたかっていうことが表してあります。決算のほ

うについては、一番最近のものは令和３年度ですの

で、令和３年度の決算を基に、一応こっから持って

きましたということを上の欄のとこに一応表示して

表してあります。 

 それでこれを見ると、予算のほうですが予算のほ

うは収益から費用を引くというものは予算書の中に

あって、その利益がどのくらい出るかということが

載ってません。なので私はこれを収益から費用を引

いてみました。こういう金額が、令和５年度で言え

ば３億9,546万6,000円という数字が足りないです。

足りなくなります。 

 それで、決算のほうをずっと見てみると予算のほ

うでは赤字になっているんだけど、決算のほうでは

皆黒字というふうな形で決算はできていると、だっ

たら何も最初からこれをマイナス予算を組まずに市

が出したり国が出してるものでプラスに持っていけ

ばもっと最初の予算との比較が減るんじゃないかな

というふうに思いましてこんな質問をします。 

 この予算は、市から繰入金８億7,685万8,000円、

これは上の欄の繰入金の合計です。３条、４条を含

んだ金額です。その横の112万9,000円は令和５年度

の国の補助金です。これは予算書の中から持ってき

てます。それで類推して見ると、決算のほうではプ

ラスになってるもんで、本当にこれだけの金額が必

要かなと類推が立つもんですから、こういう質問を

しました。 

 質問です。この予算は８億7,685万8,000円、国か

ら県補助金を112万9,000円の支援を受けても、病院

事業収益から費用を引くと３億9,546万6,000円足り

なくなります。これがっていうと、国とか県とか市

からの援助が足りないことですかねっていうことが

質問です。お願いします。 

○議長（馬場 衛） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。病院事務長。 

  〔病院事務長 太田康志登壇〕 

○病院事務長（太田康志） お答えいたします。 

 令和５年度予算における収益的収入及び支出の収

支は、議員御指摘のとおり赤字予算となっておりま

す。市からの繰入金や国県の補助金が増額となれば、

理論上といいますか計算上収支はゼロに近づくわけ

ですけれども、病院としましては繰入金等の不足が

赤字予算となった大きな要因とは思っておりません。 

 予算編成に当たり、ここ数年続く新型コロナウイ

ルスの影響ですとか直近１年間の実績等を踏まえ、

より現実的な患者数を見込んだ結果、入院収益・外

来収益が減ったため赤字予算となったものと認識し

ております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 中村博行君。 

○16番（中村博行） もらう分が不足ではないとい

う話ですので、それではその足らずまいはどういう

ふうにして捻出するのか、どんなふうにするつもり

か。 

○議長（馬場 衛） 病院事務長。 

○病院事務長（太田康志） お答えします。 

 足らずまいは昨年度、ここ数年プラスが続いてま

してキャッシュのほうも増えてきておりますので、

そちらのほうを使ってといいますかそこから捻出す
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るという予定でございます。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 中村博行君。 

○16番（中村博行） 内容的にはそれを使う予定だ

ということですね。 

 それで総合医療を中心とした地域密着型医療機関

の実現ということで、いろいろ総合医の招聘とか救

急医療の充実とか、健診センターの機能の充実こう

いうものが一応掲げてありますが、この辺の計画っ

ていうのはそれじゃあ具体的に何か示されておりま

すか。 

○議長（馬場 衛） 病院事務長。 

○病院事務長（太田康志） お答えいたします。 

 これから目指す当院のコミュニティホスピタル化

ですとか、そういった取組については、詳細につき

ましては来年度６月頃に策定を予定しておりますが、

経営強化プランの中でお示しできるかと思っており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 中村博行君。 

○16番（中村博行） そうすると、私はそういうふ

うに計画があっても今までは令和３年まではいろい

ろコロナであるとか何とかっていうことで、なんか

その推進が具体的に見えない部分があって、それで

そういうものを最初は計画したんだけど、実行でき

ない部分があったというふうな内容があったですか。

そういうことから類推すると、今度もそういったこ

とはないですかね、それじゃあ。 

○議長（馬場 衛） 病院事務長。 

○病院事務長（太田康志） お答えいたします。 

 そういうことのないように、いろいろ策定メンバ

ーと審議を重ねてそうならないような計画をつくっ

ていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 中村博行君。 

○16番（中村博行） ならないような計画を立てて

いって、これだけの不足分が出るということを計画

してると、じゃあこの計画に対しての実績か進捗を、

今までもなかったように、四半期ごとの部分ではあ

ったんだけど、そういうものができるようなシステ

ムになってますか。進捗が見えるようなシステムが、

どこの事業がどういうふうな形で、これが計画した

ものが計画どおりできてるかどうかっていうことが

分かるようなシステムになってますか。 

○議長（馬場 衛） 病院事務長。 

○病院事務長（太田康志） お答えいたします。 

 システムといいますか、内部的にはそういった数

字というものは当然集計しておりますのでお示しは

できるかと思っております。ただ、今まで議員全員

協議会で四半期報告という形でしか報告できており

ませんでしたので、議員さんの方たちにはちょっと

お示しできていなかったという状況でございます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 中村博行君。 

○16番（中村博行） 病院に関しては、新しくいろ

いろ来てもらって計画を出すよという話があって、

あるんだけど私は今の段階では出せませんとかいう

話でずっとここまで、コロナだ何だかんだっていう

言い訳できてるもんですから、本当にそういう形の

ものでこういう計画で実行しますという内容のもの

が出てこないと、こういう大きなものでは出てても

実際の中身っていうのがこっちの追及が悪いのか、

中の管理体制がはっきりしてないのかちょっと分か

りませんが、どうしてもそれが明らかになってでき

たかできないかっていうことがはっきり説明がない

ので、我々は不信に思ってます。できるだけそうい

う情報を開示して、それで我々と意思疎通ができる

ようなシステムに持っていってもらいたいと思いま

す。私も内容的にずっと病院だけは見てきましたが、

私の感覚で言って申し訳ないんだけど、予算は予算

だけ決算は決算だけっていう数字でもって出せるよ

うなシステムがあって、実際に予算がどこまで実行

してどうなってるかっていうのが分からないのが実

情だと私は感じてます。そういうことのないように

ひとつ、私は黒字予算で黒字っていうほうが一生懸

命みんなやってる内容が集中してよくなったねって

いうことが感じられるようなものになっていくとい

うふうに思います。これだと赤字予算で黒字、何こ

れは。予算が本当にこのとおり実行されてるの、予

算を実行できる予算にしてもらいたいっていうのが



８９ 

私のこの質問の趣旨です。 

 ということを述べまして、何か反論があればお願

いしますけどなければ終わります。 

○議長（馬場 衛） 病院事務長。 

○病院事務長（太田康志） お答えいたします。 

 確かに、議員おっしゃるとおりこれまでの予算と

決算の乖離というのはかなりの金額があったのは事

実でございます。 

 そういったところの反省を踏まえまして、次年度

予算につきましてはなるべく現実に近い近似値を算

出して予算の編成に当たっておりますので、そこは

御理解いただければというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 中村博行君。 

○16番（中村博行） 一生懸命やってくれてること

は私も認めたいと思います。それは表してる決算の

ほうを見ても、平成28年度は現金のとこで見ても

9,700万円だったものが今は６億7,788万327円とい

うふうには上がってきてるのはよくなってることを

認めますが、なおさら行くにはやっぱりみんなそろ

ってその予算に対して達成感を得ていかないと、こ

れから先はなかなかこれ以上のことをやるには、み

んなの気持ちを合わせて一つの方向に向くように、

皆さんのほうもひとつよろしくお願いします。 

 以上を述べて終わります。 

○議長（馬場 衛） 以上で、16番 中村博行君の

質疑を終わります。 

 通告された質疑は以上です。ほかに議案に対して

質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（馬場 衛） 以上で質疑を終わります。 

 本件は、福祉教育委員会に付託いたします。 

 以上で、本日の日程は終了いたしました。 

 ここで、本日委員会に付託いたしました議案を事

務局長に朗読させます。 

  〔議会事務局長朗読〕 

○議長（馬場 衛） それでは、本日はこれにて散

会いたします。お疲れさまでございました。 

午後３時25分 散会 

───────────────── 

 


